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審査の経過ならびに概要  

 

 午前１０時００分、中村委員長開議を宣告し、直ちに会議に入り、審査付託を受けた「議案

第７２号 平成２３年度決算認定について外４件一括」を議題とし、審査の進め方は委員長に

一任することを諮り決定の後、議案第７２号の款２総務費、項１総務管理費、目６広報広聴費か

ら審査に入り、款３民生費、項６国民年金事務費まで審査を終わり、諮ったところ、本日はこ

の程度で散会し、明２５日午前１０時から継続会議を開くことと決定、本日の出席者には開議

通知をしないこととし、午後４時１９分に散会した。 

 なお、審査に入る前に、中村委員長から、委員に対し、審査に当たっては決算に対する質疑

にとどめるようにとの注意があった。 

 

審査の概要  

 

○中村委員長 

ただいまから決算特別委員会の継続会議を開きます。 

本日の出席者は全員でありますので会議は成立をいたしております。 

会議録署名者は、当初決定のとおり、世古委員、辻委員の御両名にお願いをいたします。 

それでは「議案第72号平成23年度決算認定について」外４件を前回に引き続きまして議題とい

たします。 

ページ114ページから御審査を願います。 

款２総務費、項１総務管理費、目６広報広聴費から審査をお願いいたします。 

委員長から一言お願い申し上げます。 

決算審査に当たりましては、23度の決算に対する質疑にとどめていただきまして、再度よろしく

お願いをしたいと思います。 

御発言がございましたらお願いします。 

 

【款２総務費】《項１総務管理費》（目６広報広聴費） 

 

○野口委員 

おはようございます。 

広報事業のところの広報いせ発行事業についてお尋ねしたいと思いますが、この広報事業ですが、

広報いせの決算額が昨年の当初予算は2,411万6千円ありましたが、決算額が1,870万2,810円と

なっておりまして、541万円の減ですが、これはどういうことかお聞かせいただきたいと思います。 

 

●世古口広報広聴課長 

野口委員の御質問にお答えします。 

広報いせは毎月２回、１日号と15日号を定期的に発行しております。平成23年度の減額の要因

につきましては、１ページ当たりの単価が低くなったことによります。 
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平成23年度は１ページ当たり４色刷りが１円50銭、２色刷りが62銭でしたが、平成22年度は

毎月１日発行の広報いせの４色刷りが２面、２色刷りが93銭、15日発行のお知らせ版が78円でご

ざいました。23年度の総ページ数はふえておりますが、１ページ当たりの印刷単価が低くなったこ

とにより、決算額が低くなったということになっております。 

 

○野口委員 

わかりました。安くなるのは大変ありがたいと思いますので、このようにしていただきましたが、

大変皆さん方も喜んでいただくと思うんですけれども、広報いせの発行ですけれども、１日号と15

日号でボリュームの格差が非常に多いというところで、まず１日号ですと32ページもあったりして、

皆さんがどんどんと高齢化になってきておりますし、読みづらいところもあると思うのですが、こ

れ15日号はほんの少しでも８ページとかありますけれども、１日でなければ、どうしてもそこに載

せなければいけないところは１日でもよろしいのですが、15 日でいいところは、もう少し 15 日号

にということでボリュームをもたせることはできないでしょうか。 

 

●世古口広報広聴課長 

先ほども御説明させていただきましたけれども、当市の広報紙につきましては、平成23年度から、

広報いせ１日号、15日号というふうに22年度の15日号がお知らせ版ということであったのを変更

させていただきました。 

平成23年度においてはより市民に親しみやすい広報紙を作成するため、特集記事あるいは人物紹

介等、１日号に掲載するようにしました。 

また、挟み込みのパンフレット等を削減していく方向で、広報いせへ集約していこうということ

で、挟み込みパンフレットをしている団体に広報いせへの掲載をお願いしたという経緯がございま

して、どうしても１日号に記事が集中してまいりました。１日号と15日号のバランスについては、

広報広聴課でも懸案事項として考えております。 

今後はもし、団体のほうで15日号に記事を動かすことができるもの、あるいは市で掲載しており

ます特集記事や人物紹介のコーナー等、その辺のことについても来年度に向けて検討させていただ

きまして、市民の皆さまが読みやすいように１日号、15日号のバランスも考えて広報の作成にあた

っていきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いします。 

 

○野口委員 

 今いろいろと説明をしていただきまして大変ありがとうございます。 

 本当に皆さんから私たちも、市民の皆さんも言われるのですが、まずは広報広聴課にも市民の方

から要望とか何かございましたでしょうか。 

 

●世古口広報広聴課 

23年度から広報いせのスタイルを変えさせていただきました。 
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市民の方からも見やすくなったなというような声も聞かせてもらっています。私が聞いた中では、

見にくくなったよということは、幸いにして聞いておりませんが、ちょっと先ほど野口委員さんが

おっしゃられましたように１日号と 15 日号のバランスでちょっと１日号が多いなという意見はお

聞きしております。 

お知らせのコーナーということで、市の中の団体さんからいろんなイベントの催しや、あるいは

会員募集等のコーナーを設けさせていただきましたけれども、そこへの掲載依頼もどんどん多くな

っている状況でありますし、皆さんに、今の広報のスタイルは浸透してきたのかなというふうに思

っております。 

今後も先ほど申し上げましたけれども、１日号、15日号ともバランスのことを考えながら発行し

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○野口委員 

 ありがとうございます。私たちも読ませていただく中で人物紹介をいろいろと書いていただいて

おりまして、大変素晴らしいと思っているのですが、先ほどもお答えいただきましたように、１日

号と15日号のバランスもちょっと考えていただきたいと思いますので、そのところはどうぞよろし

くお願いいたしたいと思います。 

それからですが、すいません、次の質問をさせていただきたいと思います。 

２番目のケーブルテレビの加入促進事業補助金ですが、このケーブルテレビがもう23年度で終了

していただいと聞いておるのですが、これはどういうことなのでしょうか。 

 

●世古口広報広聴課長 

ケーブルテレビの補助金につきましては、旧伊勢市の加入率が低かったため新たにケーブルテレ

ビに加入する世帯に補助金を交付して加入促進に取り組んでおりました。 

ケーブルテレビ事業につきましては、旧伊勢市、二見町、小俣町、御薗村におきまして、それぞれ

異なる形で導入をされておりまして、合併前の御薗村におきましては、防災の役割を果たすことを

目的として整備されたため、約80％からの加入率がありまして、二見町、小俣町は開局当初から補

助金制度がありましたから50％前後の加入率がございました。しかし旧伊勢市では30％前後の低い

加入率であったことから、それを是正することを目的に平成17年８月から補助金制度を開始して、

その効果により合併時には42.1％の加入率となったところでございます。 

現在におきましては加入率格差も是正され、みんなのまちの計画におけるケーブルテレビ加入率

の24年度目標は60％でございまして、昨年度末でその加入率も62.3％となってございます。 

当初の目的は達成されたということであり、またこれを機に、市としての一定の役割を終えたと

いうことで、ケーブルテレビ加入補助金につきましては、平成23年度をもって廃止させていただい

たということでございます。 
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○野口委員 

今、この62.3％になったので一定の役割は終えたといわれましたが、まだまだ38％の人たちはケ

ーブルテレビ加入されていないところもあると思いますが、その辺はこれで絶対に補助金は出せな

いというのでしょうか。 

22年度のときより32件ぐらい多く今回23年度も511件でしたか、それぐらいの人たちが加入さ

れましたが、これで打ち切りになりましたらあとは補助金が出ないので、もしされる方は大変です

が、その辺のところは何も考えていただいていないのでしょうか。 

 

●世古口広報広聴課長 

この補助金につきましては、当初目標のパーセンテージも達成させていただきましたし、今後さ

せていただくということに関しまして、ケーブルテレビについて、行政番組等々のＰＲもしていか

なければならないところでございますけれども、そのことにつきましては、ケーブルテレビ様等の

加入促進等に何か協力できれば、協力をさせていただいて、ケーブルテレビへの加入促進等も図っ

ていかなければならないというふうには考えておりますけれども、補助金の制度については、他市

町も廃止になっていることから伊勢市も廃止ということで、23年度で終了をさせていただきたいと

いうふうに考えておりますので、何とぞ御理解賜りますようによろしくお願いします。 

 

◎中村委員長 

他にありましたら･･･工村委員。 

 

○工村委員 

 私もこの広報広聴のところでお聞かせ願いたいと思います。 

この広報広聴あるいは市民の声、サービス向上等政策提案をいただくということで、いろいろとこ

の方面に関しまして、市民の方へ問いかけなどをされております。 

市長が平成22年から23年に各小学校地区でされた対談、市民会議また住民意識調査などされてお

りますけれども、この項目の中でお聞きしたいのは、市民の声システム、市政への提案箱というこ

の件に関して、その中の一部としてお聞かせ願いたいと思います。 

まず23年度決算におきまして、市民から提案あるいは声をいただいた件数が310件あるわけですけ

ど、これに対する回答というのはどのようになっておるのかお聞かせください。 

 

●世古口広報広聴課 

この回答につきましては、住所又は氏名等を御記入いただいておるものに関しましては回答文書、

あるいはインターネットでいただいたものに関しましてはインターネット、ホームページの市民の

声のホームページで御質問をいただいた方には市のシステムの中から返事をさせていただいておる

というような状況になっております。 
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○工村委員 

そうしますとその回答率というのは大体何％ぐらいでしょうか。半分ぐらい回答しておるかどう

かということですが。 

 

●世古口広報広聴課長 

この回答率ですけれども、実際に回答した件数は申し訳ございませんが数字を持ち合わせていな

いのですが、住所は記載があるものというよりは、いただいた中でおおむね３分の２が不明、記名、

名前がないものにつきましても３分の１は名前を書いていただいていないということでございます。 

インターネットの場合ですと、アドレスでそのまま返信すればお返しはさせていただいておるの

ですが、ペーパーでもらったものにつきましては、市民の声のところに記入し直して、一般的なお

答えとして掲載をさせていただいておるような状態でございます。 

 

○工村委員 

この提案されました中で、市民の声対象外というのが12件あるのですが、これはどんなのですか。 

 

●世古口広報広聴課長 

これにつきましては、先ほども申し上げましたように名前とか住所も書かずに、あんまりわけの

わからないことを書いていただておるような案件もございますので、そのようなものを対象外とい

うふうにさせていただいております。 

 

○工村委員 

市長が各地を歩かれたり、いろんな市民に対する提案をいただいておりますけれども、この提案

自体を伊勢市としてどういうふうに政策立案あるいは声を有効活用しているのか、その点について

お聞かせいただきたいと思います。 

 

●世古口広報広聴課 

皆さまからいただきました意見につきましては、全体の数からいきますと少ないというふうに思

われるかもしれませんけれども、いただいた案件に対して明確な対応ができたものを17件というこ

とで、23年度は結果が出ております。 

いわゆる、すぐに職員が対応してできるもの、予算をつけなければならないもの等々ございます

けれども、いただいた意見を各部署で参考にさせていただきまして、そのことについて当年度で対

応、またあるいは大きな事業になってしまうような場合ですと翌年度の事業の対応をさせていただ

くというようなことで、参考にさせていただいております。 

 

○工村委員 

後にしますけど、この中で特に非常に役に立ったというような案件・事例がございましたらお
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聞かせ願いたいと思います。 

パフォーマンスだけではなしに市民にこういうふうなことを聞いて、伊勢市の市民がどういうふ

うに考えておるのかなということは非常に大事なことだと思いますので、ただのパフォーマンスで

終わってもらっては困ると思いますので、これからも続けていっていただきたいのですが、この中

で特に市民はこういうことを言っておるんだなと実感できる案件がございましたら御紹介していた

だいて終わりたいと思います。 

 

●世古口広報広聴課長 

すぐに対応できた簡単なことではありますけれども、今まではできていなかった図書館の出入り

口の開館時間とか休館日をよりわかりやすくするように提示させていただいとかあるいは母子手帳

もらいに来るお客様、昼休みに来庁するときに課のほうではなく別室に案内して、別室で母子手帳

の交付を実施させていただいた。 

また、いわゆる修理なんかですと、大仏山スポーツ公園のサッカーゴールが破れているのでとい

うことで翌年度対応になったんですけれども、翌年度に予算を計上させていただきまして修理をさ

せていただくということで対応させていただいたとか、あと庁内に設置してある資源ステーション

の場所が、ちょっとここでは都合が悪いというふうな御意見をいただいたときには、その資源ステ

ーションの場所を変更させていただいたというような対応をさせていただきました。 

 

◎中村委員長 

他にございましたら･･･世古委員。 

 

○世古委員 

この項で広報事業、市民意向調査事業についてちょっと確認をさせてください。 

この事業につきましては事業をはじめるとき、どういうことをするんやとかどんなことを聞くんや

とかいろいろと議論をされたと思うんですけれども、今回の決算を受けて、当初予算よりは抑えら

れた形で終わったのかなと思うんですけど、その中で、ある目的どおりして費用を抑えることがで

きたのか、それとも目的からちょっとずれたので費用が抑えられたのか、その辺を教えていただき

たいと思います。 

 

●世古口広報広聴課長 

市民意向調査のことについてということでございます。当初は電話によるアンケートということ

で、予算を計上させていただいておりましたけれども、いろいろ御意見をいただいた中で、果たし

てその調査方法でいいのかどうかと、対象者もいいのかどうかというようなことで考えさせていた

だきまして、昨年度補正で予算を落とさせていただきまして、ペーパーによる調査というふうにさ

せていただきました。 
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○世古委員 

方法を変更されたのは、それで、その時々いいのですが、変更してもはじめ調査をする目的があ

ったと思うんですけれども、目的は達せられた感がありますか。 

 

●世古口広報広聴課長 

まず、おわびをさせていただきたいのですけれども、昨年度そのペーパーでの調査につきまして、

今集計をさせていただいておりまして、それの調査結果を作成中です。もちろんでき上がりました

ら公表をさせていただきまして、それをまた譲歩戦略局内で調査・分析をさせていただきまして、

行革の推進計画にもございますように、24年度中に来年度の調査方法について検討させていただき

まして、今後の対応について決定させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○世古委員 

今集計中ということで成果についてはお答えいただけないかなと思いますが、平成24年度につい

てこの市民意向調査事業というのは入っていないので、今のことが関係するのかどうかわかりませ

んが、今後のことで、ちょっと方向性だけ教えていただきたいのですが、こういう意向調査という

のは単年度でやるものではなくて定期的にするものだと思いますが、その辺のお考えをお聞かせ願

いたいと思います。 

 

●世古口広報広聴課長 

世古委員のおっしゃるように、市の事業等がどういうふうになっておるかということで市民の皆

様方に意見をちょうだいするのは、やはり毎年度やっていかなければならないことやと思います。 

22 年度 23 年度と違う形でやらせていただきました。その電話とペーパーでの違い、あるいはそ

れだけで補完できていない部分等々を検討させていただきまして、今後の調査方法についてどうい

うふうにしていかなければならないかということで今年度検討させていただきたいと思いますので

よろしくお願いします。 

 

◎中村委員長 

他にございましたら･･･辻委員。 

 

○辻委員 

すいません、少し聞かせてもらいたいと思います。 

まずはじめにインターネット情報発信事業でありますが、これにつきまして当初予算から比べる

と、おおまかな790万ぐらいの減額になっておりますが、その経過から、まず教えていただきたい

と思います。 
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●世古口広報広聴課長 

このホームページの改修経費ということになるわけですけれども、これにつきましては、当初ホ

ームページの管理経費、３月末にホームページを移行したんでありますけれども、１月あるいはま

た２月に移行が済んでということなりますと、そのホームページの管理経費等が必要になってくる

という部分の減額と、あとプロポーザルにより業者を決定させていただきましたので、そのプロポ

による減額分でございます。 

 

○辻委員 

わかりました。そういった部分で２カ月分なり額が違っているということと、プロポーザルの努

力によって安くなったというふうな理解をさせてもらいました。 

そうするとですね、せっかくこの当初予算のときに説明があった部分としては、スマートフォン

用のアプリを採用されたというふうな話があったかと思いますので、その辺の実際どんなふうにア

クセス数とか、その辺はどんなふうにつかんでおられるのかお聞きしたいと思います。 

 

●世古口広報広聴課長 

３月の末日で新しいシステムに移行させていただきまして、４月１日から新しいホームページに

なったわけでございます。 

４月にモバイル系から伊勢市のホームページも見ていただけるようになりました。23年度全体の、

市のホームページへのアクセス件数、１カ月平均は6万6,660件、１カ月でそれだけありました。 

24年度の４月から８月までの１カ月平均これも市のホームページですけれども、７万1,979件ご

ざいます。 

辻委員さん御質問のモバイル系からのアクセスでございますけれども、これにつきましては月平

均１万2,848件でございます。 

 

○辻委員 

先ほど、広報広聴課長からも答弁があったように、単なるインターネットを使ってのホームペー

ジへのアクセスの数もふえてきているというか、ＩＴ関係をどんどん使われているというのが機能

的にも当たり前のようですけれども、ふえているということがわかったかなというふうに思ってお

ります。 

このモバイル系の関係でされておる中で、波があろうかというふうに思うのですが、その辺の情

報としてつかんでおられて、今後どのような傾向性があって、どのようにやっていこうとするのか

ちょっと教えてもらいたいと思います。 

 

●世古口広報広聴課長 

データのほうで、この４月から８月までの、スマホとモバイル機器からのアクセスを確認させて

いただきました。やはりゴールデンウイークなかのアクセス件数が非常に多くございます。 
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次の大きな波としましては花火大会のところが突出して大きくなっております。 

いわゆるこちらへ市外から向かってみえる方がどういうような状況なのかというようなことで自

宅外から自分の携帯等をお使いになって会場までのアクセス等、また伊勢市はどんなところや、花

火大会はどんなんや、ゴールデンウイークのイベントはどんなのがあるかなというようなことでア

クセスを件数が非常に多くございます。 

あと、次の大きな波としましては、花火大会のところが突出して大きくなっております。いわゆ

るこちらへ市外から向かってみえる方が、どういうような状況なんかというようなことで、自宅外

から自分の携帯等をお使いになって会場までのアクセス等、また伊勢市はどんなところや、花火大

会はどんなんや、ゴールデンウイークのイベントはどんなのがあるかなというようなことでアクセ

スいただいておるんではないかなというふうに想像しております。 

 

○辻委員 

本当に、伊勢市民だけじゃなくて、観光客全体を含めまして、こういったものを使いながら、伊

勢に来ていただいているということがすごくわかったかと思います。これからもそういった部分、

こういった情報発信、ＩＴ関係はどんどん進むペースが速いものですから、行政が追いつかないと

いうのもわからないことではないんですが、その辺も含めて今後の取り組みとして、方向性が考え

られるのであれば、市長この辺は得意だと思いますので、お答えを願いたいなと思います。 

 

●森井情報戦略局長 

すいません、代わってお答えします。 

システム的な面、どんどん進歩する部分について、市はどのように対応していくかという部分と

もう１つ大事なのは、他の内容の新しさといいますか、更新の度合い、充実度ということがいるか

と思っております。ですので、技術的な部分につきましては、遅れないように、行政の中で、お金

のかかることかもわかりませんが、どのような形で対応していけばいいのかを日々確認をしながら、

他市の状況もみながら今後のことを考えていきたいと思っております。 

また内容につきましては、広報広聴課というだけではなくて、当然ながら全課が情報をあげてお

りますので、それについての情報の新しさについて、まだまだ御意見をいただく部分が多々あろう

かと思いますけれども、その辺のところに注意をしながら両側面から充実を図っていきたいとその

ように考えております。 

 

○辻委員 

わかりました。それではもう１点、市民意向調査、先ほど世古委員からもお話がありました。ち

ょっともう１つお聞きしたいのが、市民意向調査の仕方なのですが、これは無作為でされていると

いうことで聞かせてはもらっているのですが、回答率43.7％だったということも含めまして、この

辺は年齢層とか性別とかでわけて発信をされておられるのかどうか、まずその辺をお聞きしたいと

思います。 
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●世古口広報広聴課長 

この抽出は無作為抽出で、年齢等で区切っているものではございません。 

 

○辻委員 

アンケートの中の答える中には、年齢層を書く欄があろうかと思っております。 

この場合ですと、例えば高齢の方にあたった場合、例えば80、90の方にあたった場合は回答がし

にくいんじゃないかというふうに思うのですが、その辺はどのように考えておられるのかお聞きし

たいと思います。 

 

●世古口広報広聴課長 

辻委員さん、おっしゃいますように、想像するにやはり80、90の方のところにアンケートが届い

てその方が、すっとそのアンケートを書けるかといえば、難しい部分もあろうかと思います。 

基本的にはアンケートの届いた方が記入していただくのが１番でございますけれども、もし、そ

の時に何かお手伝いができるというのであれば、市役所にお問い合わせをいただきましたら、その

記入について御協力させていただきたいというふうに思っております。 

 

○辻委員 

まあ市役所に来いというのも、なかなか難しいかと思います。そういった高齢の方ですとね。 

その辺で考えますと、一応、数は出しておるわけですから、回収率も含めて、ある程度必要だろ

うというふうに思います。 

その家族の中で、性別は、まあ例えば女性に送られたのなら女性の家族の方が書くとか、そうい

った形で年齢層のところが若干当然高齢の方が少なくなってしまうというのはあるかもしれません

が、そういった代わりに質問に答えていくというような考え方というのは今後考えられるかどうか、

教えてもらいたいと思います。 

 

●世古口広報広聴課長 

辻委員さんがおっしゃられますのは、80なりの高齢の方に届いたものを代わった方がその方の意

見で書いていただくということですか。ということですけれども、アンケートの趣旨から、できま

したらそういうふうに高齢の方がお話できる方がおみえになるんでしたら、聞き取り等で御協力い

ただいて、そのアンケートをそのあたった方が書いていただくというのがアンケートの趣旨であろ

うかと思いますので。 

先ほど私の答弁で言わせていただいたのはという意味ではなくて、もちろん市役所に来いという

意味ではなくて、もし必要とあらば、お伺いさせていただいて説明をさせていただくという思いで

答弁をさせていただいたものでございますのでよろしくお願いします。 
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○辻委員 

そういった部分では趣旨から離れてしまうという御答弁だったんですけれども、それならそれで

数があがってこないということも覚悟の上でされているということで理解をさせてもらうわけです

が、ただ僕が言いたかったのは家族の中でも年齢層は当然書いた人の年齢層で書いてもらわないか

んということになりますけれども、そういった部分では回収率の向上も含めて一考することがあっ

たんではないかなと思いましたので、今回確認をさせてもらったのですが、今後についてもそうい

った部分も含めて御検討をもらいたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

◎中村委員長 

他にございましたら･･･野崎委員 

 

○野崎委員 

僕もこの広報広聴事業の１番のほうで少し聞かせください。 

先ほどの野口委員から広報いせの発行事業の質問をいただいたのですが、昨年度はたしかケーブ

ルテレビの広報いせ事業、それからインターネットに関してはこの４月１日からですが、すべてリ

ニューアルされて広報が一新された年だったのかなと思っておるのですが、広報いせ以外の部分で

もかまいませんので、ケーブルテレビとかインターネットとか市民からどのような反応があったか

というのを、もし把握していたら教えていただけますでしょうか。 

 

●世古口広報広聴課長 

野崎委員さん、おっしゃいますように広報紙、ケーブルテレビの行政放送番組、先ほどもお話を

させていただきましたけれども、インターネット情報発信事業、ホームページの回収というふうに

３つの情報提供のものにつきまして改修をさせていただきました。ケーブルテレビの行政番組です

が、23年度からは、放送時間もふやしまして、またいわゆる特集番組につきましては市の職員だけ

で説明をさせていただくのではなくて、リポーターと職員の掛け合いで見ている方によりわかりや

すく情報を伝えるというような形にさせていただきました。 

インターネット情報発信事業につきましても、先ほど辻委員さんもおっしゃられましたように、

外から見られるようにモバイル系の充実を図りましたし、あるいは市のホームページの中でも字が

拡大できるようになったり、また読み上げができるようになったりというような形で、高齢者・障

がいの方等への対応もさせていただいたところでございます。 

反応ということでございます。これも、広報広聴課にいただいた意見ということでございますけれ

ども、ケーブルテレビにつきましては、ちょっと見やすくなったなと聞きやすくなったなというよ

うなことで御意見をいただいておりますし、特集で出演した職員も去年より声をかけられる回数が

ちょっとふえてきたなというふうなことで、以前よりはちょっと見ていただいておる機会がふえて

おるかなというようなことで、市民の方からの御意見はいただいております。 

ホームページにつきましても、以前よりも、見やすくなったというようなことで御意見をいただ
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いております。 

 

○野崎委員 

ありがとうございます。先ほどから、少しふわっとした感想といいますか、何となくこんな声を

どこかで聞きましたみたいな感じのお話がちょっと多いかなと思うのですが、せっかく一新された

ということもあるので、よくも悪くもしっかりと評価をしていただいて、件数をためていったりだ

とか、マル・バツを振ってもらったり、点数をつけてもらったりとか、そういうので、もしくはさ

らなる改善点があれば、しっかりとした形での意見の吸い上げの仕組みがあってもいいのかなと思

うのですが、その辺り市民の声を吸い上げるような仕組みちというのは何か今ありますでしょうか。 

 

●世古口広報広聴課長 

市民の声を吸い上げる仕組みとしましては、インターネットですと市民の声のところで御意見を

いただいたりとか、市政の提案箱でいただいたりとかいうようなことになっております。 

今後、アンケートを実施していく際に、市の提供する情報についてということで、また、その辺

の項目をつけるというようなこともあわせて検討させていただきたいというふうに考えております。 

 

○野崎委員 

広報広聴課ですので、本来ならパブリックコメントとか、あんなところも１番近い課であると僕

は思っていますので、もっと市民の声とか、市民側の動きを待っているんじゃなくて、何かしらの

形で、こちらからアクションを起こしていつでも声を吸い上げられるように仕組みをもう少しつく

っておいても･･･、特に新しく事業がすべて一新したという年ですので、よかったんじゃないかなと

思っております。 

23年度の事業総点検の点検結果について少しお伺いをさせていただきたいのですが。ケーブルテ

レビ広報いせ事業の中に外部点検の点検結果というところに民間委託という項があります。そのと

ころには、思い切って全部委託をすることも考えていただきたいというような形で、外部点検の結

果として答申がきておるわけですが、これに対して、今どのようにお考えか少しお聞かせいただけ

ないでしょうか。 

 

●世古口広報広聴課長 

現在アイティービー様にケーブルテレビの番組制作につきましては、ほぼ委託をさせていただい

ておるところでございます。 

番組のいわゆるタイトルあるいはシナリオ、メインのシナリオを考えるところ以外は、今の段階

での撮影編集等を任せているような状況でございます。 

ほぼもう８割、９割近くは、業者様のほうに業務委託をさせていただいておるというようなこと

で思っております。 

あとの、先ほど申し上げましたように 初の企画、シナリオの作成等の部分でございますけれど
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も、この辺のところもすべて任せてしまうと、いわゆる行政側の調整をうまくすればという部分も

あろうかと思いますが、その部分については 100％業者様のほうにというようなことにしてしまう

と、また、アイティービー様の作成しておられます番組自体との差もちょっとなくなってくるんで

はないかなというふうな危惧もございます。 

その辺のことにつきましては、今後業務委託の形については検討してまいりたいと思いますので、

御理解賜りますようにお願いいたします。 

 

○野崎委員 

ここで書かれておるのは先ほど残っておるという話でした番組の構成に関する部分ではあるので

すが、民間事業者のほうが魅力的な構成をつくることができるのではないかと考えていると。 

民間の立場から行政情報は、こうあるべきとの視点から内容を変えていくためというような結論

ですので、少しそこはぜひちょっと考えていただきたいなと思います。 

そのシナリオとかを考えている今の段階で、シナリオ等の作成の職員さんの負担というのは、ア

イティービーの行政情報をつくるときに今の負担はどのようにお考えですか。かなり負担は高いと

考えているのか。それとも業務内容であれば、さほど無理なくこなせるような負担なのかというの

を教えてもらいたいのですが。 

 

●世古口広報広聴課長 

実際、広報広聴課で担当課とアイティービーさんと広報広聴課の３者で打ち合わせを始めてスタ

ートさせていただいていくわけですけれども作成については。 

広報広聴課のほうで当該課から出てきたシナリオのチェック、またあるいは撮った後のチェック

等々がありますので、もしその広報広聴課の分がなくなれば業務的な負担は随分減って、業務的に

ももっと違う視点から、全体的なところから見られるのかなというようなところがあるかと思いま

す。 

ですので、先ほど野崎議員さんもおっしゃられましたように、いわゆるプロの業者さんの手で作

成していただいて、ケーブルテレビの放送をつくるというようなことをしていく中で、どういうふ

うに広報広聴課としてかかわっていってチェックをさせていただくのがいいのかというようなこと

も、今後、委託の割合も含めて考えていきたいというふうに思っております。 

 

○野崎委員 

後にちょっと１点だけお聞かせください。同じこの外部点検の中に、震災のあった年だからと

いうのもあるんですが、ケーブルテレビのことで、緊急時の速報性、これをどういうふうに確保し

ていくか、もしくはその加入者、加入していないもののことを考えると、そういったその緊急時の

速報性であったり情報発信の方法としてどんなすみわけをしておるかというような話がちょっと社

会的事業の中で出てきます。 

近年テレビを実際に見ないような、僕ら世代とかはそうなのですけど、テレビの１日の視聴時間
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が30分とかいう人も結構おってですね、そのあたり、ちょっと、インターネットとケーブルテレビ

と行政の防災無線とそれぞれどのような形で、緊急時のもしくは防災であったり、そういったとき

に、情報の使い分け、すみわけをしておるかというのが、もし整理ができておれば教えていただけ

ますでしょうか。 

 

●世古口広報広聴課長 

広報広聴課のほうで災害時に市民の方へお知らさせていただく方法といたしまして、委員をおっ

しゃられましたように、ケーブルテレビのＬ字放送、また市のホームページがございます。 

市のホームページにつきましては、先ほど防災無線のことをおっしゃられましたが、防災無線が

流れたすぐあとにその流れた内容がホームページのトップページの中にあります、防災行政無線の

放送内容ということで表示されるようになっております。 

また、その防災行政無線が流れない場合でございましても、市の緊急情報ということで警報等が

出ておりましたら、すぐにホームページの方に掲示させていただきまして対応をさせていただいて

おります。 

また、アイティービーのケーブルテレビの放送につきましては、Ｌ字放送で警報等が流れたらず

っとそのＬ字放送を流させていただいておりますし、また避難所等が開設された場合につきまして

は、文字放送で空いている避難所はここですよというようなことで、ホームページの画面の中でも

お示しをさせていただいておるような状況でございます。 

 

○野崎委員 

１点だけ。もしその順番をつけるならということで、ついていればで結構ですけれども、僕の理

解では、多分その緊急時は順番的にいくと無線が１番 初に流れて、その無線がそのままインター

ネットに載って、３番目がケーブルテレビなのかなと思っておるんですけれども、市民の側からし

てもですけど、聞く順番としては、その順番でおおよそ間違いないという形でよかったですか。 

 

●世古口広報広聴課長 

野崎委員さんのおっしゃられましたように、防災無線が鳴ったら、やはりそれを１番注意して聞

いていただきたいというふうに思います。それが１番であとそれでうまく聞き取れなかった場合、

御自宅またはお近くにパソコン等がある場合はホームページで御確認いただく。 

また行政防災無線の内容を携帯電話にも登録できるようになっておりますので、その辺のところ

も、啓発していきたいというふうに思っております。 

そして 後につきましてずっと流れておって、テレビをつけておったら見やすいということもご

ざいますので、アイティービーに加入されておる方につきましては、アイティービーの画面を見て

いただいて災害対策本部からの情報をとっていただきたいというふうに考えております。 
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◎中村委員長 

 他にございましたら･･･品川委員。 

 

○品川委員 

 私もこの項の中で市民意向調査事業についてお伺いをします。 

課長につきましては仕事が終わってからもしつこいぐらいヒアリングをさせていただきましてあ

りがとうございます。 

ヒアリングの結果を私なりに分析しました。一般と市民企業在勤者のアンケートについては、自

然環境、騒音などの生活環境、健康づくり、食育・地産地消、ごみの減量化・再資源化は満足して

おるとなっていました。 

行政の連携、教育・文化・人権、男女共同参画はどちらかということ満足が多く、障がい者の生

活充実、子育て支援サービスは半々、市役所から市民への情報提供、防災体制の推進、高齢者の生

活充実、学力・生きる力の育成、生涯学習、海岸・港・河川の整備、下水・浄化槽の普及は、やや

不満。 

市財政の健全化、市民にわかりやすい行政運営、医療体制、交通体系、市内道路の整備、市街地

の整備、地域の特性を生かしたまちづくりには不満と。 

特に厳しい意見があったのは、産業観光であり、地元企業の活性化、製造業の振興、企業誘致の

推進、観光地としての発展、国内外への発信、農林水産業の振興、商店街の活性化、勤労者の対策

に大きな不満を持っておるというふうに私なりには理解をしたんですけど、その点はどうですか。 

 

●世古口広報広聴課長 

品川委員さん、おっしゃいますように、電話アンケートにつきましては、やはり、高齢者の方が

多かったというようなこともあったのかと思いますけれども、一般企業の方に御協力いただきまし

て今回アンケートをとらせていただきましたところ、いわゆる産業振興等の不満の部分が多かった

というふうに認識しております。 

 

○品川委員 

これは一般も入っておるということで私も自分なりに理解をしておるんですけれども、大学生の

アンケートも取られたということで、大学生は、皇學館は大体やや満足、半々が多かったような気

がします。 

三重大学はやっぱり地元企業の活性化、外部から見ておるので、そういうふうに特に思うのかな

というところがあるんですけど。製造業の振興、企業誘致の推進、国内外の発信、農林水産、商店

街の活性、勤労者の対策に非常に不満があるというふうなことやと思います。 

それで、取り組む順位についてのことですけど、生活・健康が一番、これは３分の１ぐらいあっ

たかと思います。 

続いて産業観光、これが24％ぐらいのような記憶がしました。 
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３位が生活基盤、４位が防災・防犯・交通安全、ちょっとここら辺が防災・交通については、や

っぱり地域性がちょっと出たのかなと思います。 

それで１番大事なところは、企業のほうでも特にそうですけど、こういうアンケートをとったら、

やっぱり生活・健康というのは、群を抜いてトップになっておらないかんというふうに思うんです

ね。それが約１％ぐらいも変わらんところに産業観光があるということは、非常に市民の皆さんは

産業観光について、今、零細業者が非常に厳しいということが顕著にあらわれておるんやないかな

と私はそのように理解をしました。 

そこで今回の予算配分ですけれども、商工・観光を合わせて、予算総額は約１％ですね、歳出が。

そこら辺はどのように理解をされておりますか。ちょっとお聞かせください。 

 

●森井情報戦略局長 

ただいまま品川委員から、まだ公表させていただいておりませんけれども、先にヒアリングして

いただいて分析をいただきました。 

私もこれ、ざっと拾い上げて見た中では、おっしゃっていただいた産業の部分、ここのところで

どちらかと言えば不満とか不満、それと、今後の対応として、力を入れて欲しいとか、どちらかと

いえば力を入れてほしい、またそうじゃないよとか、そういうような５項目でやっておるわけです

が、その中でも観光地の部分でありますとか、商店街、勤労者のこの辺のところについて力を入れ

て欲しいという部分が、その項目の中でも高い比率をあげておるということで、概要でございます

けれども理解をいたしております。 

今の観光関係とか商工関係の予算決算等のお話をいただきました。この前の今後の経済的な部分

で、どのような格好で進めていくのかということも含めて、宿委員さんからも御指摘いただきまし

たけれども、今回の決算に関わらず、当然ながら24年度につきましては、その時も申し上げました

ように防災の関係と観光の関係、観光の関係につきましても、防災の担当課、観光の担当課だけで

はなくて、それぞれの取り巻く環境の中でいろいろ取り組みを市内経済、遷宮に向けての対応を考

えて予算化するようにということで24年度取り組んでおるつもりでございます。 

25年度に向けても、その後に向けてもそのような姿勢で今後臨んでいきたいと、そのように考えて

おります。 

 

○品川委員 

ありがとうございます。今後は会社だけでなく、一般の子育て層、こういうところ今の教育委員

会で、幼稚園のところでそういうふうなアンケートが出ておると思うんですけれども、実はこれ保

育園にお願いをしてすると、子育ての女性のアンケートなんかできると思うんですね。こういうと

ころは積極的にやっていただきたいと思います。 

私がなんでこんな質問をしたかというとね、この23年度の予算のときに、市長がプランを立てら

れて、柱を立てられたといったときに、やっぱり優先順位はどこなんやということを質問させてい

ただきました。24年についてはね、市長もやっぱり先ほど言われた防災と産業観光のほうに特化し
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ていただきたい。やる、ということでやっと方向が見えたんですけれどね、そういう思いもあって

ね、今回ちょっとここのところしつこく聞かせていただきました。 

あとの商工・観光については、その費目の中でね、この１％をどう思うかということをお聞きし

たいと思いますので、これで結構です。 

 

◎中村委員長 

 目６終わります。 

 ここで10分間の休憩をいたします。 

 

（ 午前１０時５５分 休憩） 

（ 午前１１時 ６分 再開） 

 

◎中村委員長 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

決算審査を続けます。 

次に７情報化推進費をお願いいたします。 

 

（目７情報化推進費） 発言なし 

 

（目８電算事務管理費） 

 

○福井委員 

ここでちょっとお伺いします。 

電算の関係の費用というのは、やはり年々多額の金額がかかっておるということで、そういう面

で普段これについて何か軽減する必要があるのではという部分で常々思っておるわけですが、今回、

住民情報システム管理経費ということで、新たに新住民情報システムの更新をしたということでそ

ういう面では、かなり大きく金額があがっておると。今までは２億円ぐらいだったのが、４億9,600

万円ということで、そういう部分でかなりそういう定期的に大きな金がかかるという中で、今まで

伊勢市としてこの電算に関する費用を軽減するために、何か検討されたことがあるかちょっとお聞

きしたいんですね。他市との比較、他市がどういうことに取り組んでおるかとか、いろんな事案も

あろうかと思いますけれども、そういう研究をしない限りはいつまでたっても大きな金が動くとい

うことですので、そういう部分があればちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 

●北総務課長 

委員の御質問にお答えいたします。 

ちょっと前後いたしますが、他市の状況ですとか、先進事例等の情報収集につきましては、前の
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項目、情報化推進事業のほうで研修ですとか、地方自治情報センターに加入しておりまして、そち

らからの情報等もいただけるようになっておりまして、 新情報に遅れないように努めております。 

今回の住民情報システムのところで、委員の御指摘もありました23年度の電算事務管理経費は対

前年度比で２億7,635万円の増額となっております。 

これは、御紹介もありました新住民情報システム、これが24年の１月から更新いたしておりまし

て、その分が一過性の経費といたしまして、23年度はふえておるということでございます。 

この住民情報システムの更新経費の執行金額の削減につきましても、いろいろと考えさせていた

だきまして、この新システム導入業者の選定につきましては、プロポーザル方式によります選定を

行い、提案者の評価や導入の経費だけでなく、今後５年間のランニング経費も含めた総合評価によ

り、導入業者を選定いたしました。これは前年といいますか、平成22年度中のことでございます。 

こういった取り組みをいたしますには三重県市町村振興協会が、情報化推進事業の一環として実

施しております外部専門家の支援制度というのを利用いたしまして、競争性を確保できる、調達仕

様書の作成から、契約の方法までアドバイスを受けて実施いたしております。 

その結果、大きな削減ができておりまして、平成24年度に持ち越して構築されることになった一

部の機能を除きますと、３億6,650万円が競争調達により削減が図れたものと考えております。 

 

○福井委員 

ありがとうございます。いろいろと、地方自治情報センターというようなことを利用しながら、

情報を集めながらいろいろやっておるということは、お聞きましたのでありがたいことだと思いま

す。 

その中で、いろんな方法もあると思うんですが、例えば電算システムの中で伊勢市、それから例

えばこの近隣の市町村共同でやっておるような事業があったり、そうしたときに共同アウトソーシ

ングというものもあるんですが、これなんかはその地域でシステムの共通化を図って、それからい

ろんな費用を効果的に削減して、行政サービスの向上を図るというようなもので、５、６年前から

かなりそういう動きが出ておりますけれども、そういうアウトソーシング云々については、市のほ

うは、何か情報をもっておりますでしょうか 

 

 

●北総務課長 

お答えいたします。 

共同での取り組みでございますけれども、三重県におきまして電子自治体推進連絡協議会という

のがございます。こちらのほうで、平成22年度から始まっておりますが、22年度から23年度にか

けまして県下の市町に対する情報システムの現状調査や意見交換等を行っております。 

それで、ここの場におきまして、自治体クラウドの共同調達のワーキンググループというのを設

置いたしておりまして、各市町いくつか共同して調達して経費を削減していこうという話し合いが

持たれております。 
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こちらについては、伊勢市におきましては、今回の住民情報システムのスケジュールの関係から

自庁方式で更新をさせていただいたわけでございますけれども、今後もこの共同調達の検討会には、

引き続き参加いたしまして、次回、更新時にはそういったクラウドの共同調達が伊勢について有効

なものかどうか十分検討した上で進めていきたいと考えております。よろしくお願いします。 

 

○福井委員 

いろんな面でこれはまだまだ研究の必要があろうかと思いますけども、どんどんそういう面につ

いては取り組んでいただきたいと思っております。 

それから例えばシステムを更新する場合に、そこのシステムを取り扱っているところを変えると

か、そういうようなことになりますと、そのデータの移行等なんかではやはりかなり大きなものを

払わなければならんというようなことも聞いております。そういうこともありますので、そういう

事業者を変える場合ですね、例えば指定するフォーマット、伊勢市はこういうフォーマットでやっ

てくれということで指定することによってデータの移行等がかなり削減されると思いますけれども、

そういう部分については、どのようにお考えですか。 

 

●北総務課長 

委員の御指摘ごもっともやと思います。今回の住民情報システムの更新につきましても、旧シス

テムから新システムにデータを移行する部分、こちら主要な施策でいきますと3,996万という金額

で結果をあげさせていただいておりますけれども、この部分につきましても、当初予算立てにおき

ましては、１億を超えておる金額で考えておりました。 

といいますのも、会社が変わった場合には、データの移行について、かなり旧の会社から求めら

れることがあるという、その委員の御指摘のとおりのことでございます。 

これにつきましては、新しいこれからシステムを入れる場合には、この地域情報化推進協議会（Ａ

ＰＰＬＩＣ）というのがございますが、こちらが標準の仕様を決めております。地域情報プラット

ホームというその形におうじた形でデータ連携を行うこと。もしくは伊勢市と協議の上で、データ

レイアウト、この項目には何のデータが入っておりますよというようなデータの形を公開して、新

しい会社に変わったとしても、連携がスムーズにいけるように、またその分の経費がかからないよ

うにという形で新住基システムは構築してまいりましたので、よろしくお願いいたします。 

 

○福井委員 

そういう部分でデータの移行というのは、やはりどこでも今までたくさんのお金がかかっており

ますので、これからいろんなもので採用する場合、常にそれを念頭に置きながら、それに取り組ん

でいただきたいと思います。 

それから例えばこの伊勢の庁舎の中で使っておるパソコンですね、これはレンタルのものが多い

のか、それとも買い取りのものが多いのか、それについてまず聞かせください。 
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●北総務課長 

庁内で使用しておりますパソコンにつきましては、買い取りで対応させていただいております。 

 

○福井委員 

買い取りの部分で処理する場合、時期がくるとその庁舎内でいろいろ統計をとればまとまって更

新をせないかん場合も出てくるかと思います。 

そういう場合に、ある市ではリサイクルショップと契約をしまして、これは一例ですけれども、180

台のパソコンを通常だったら処理費 33 万円かかるのが、10 万円ですむというような実例もござい

ますので、そういう他市との情報も集めながら有効にお金がかからないようにするような必要があ

ろうかとますけれども、こういう部分については、まだ情報がないかわかりませんけれども、そう

いう部分についての研究をするかどうかについてちょっと考えをお聞かせください。 

 

●北総務課長 

当市におきましても実は、今まで使っておりましたパソコン・ディスプレイ・プリンター等につ

いて、故障して修理不可とされたような機器ですとか、今回のようにシステムを入れ替えよりまし

て現行の使用に満たないようになった機器につきましてはリサイクル処理を考えておりますという

か、実は毎年進めております。平成23年度におきましては、179台、これが発生いたしまして、こ

の分につきましては、11万4,650円の収入ということになっておりますけれども、引き取りのほう

で5万2,500円の処分費用もかかっておりますので、その差し引き6万2,150円ですか、その分の

差し引きだけ収入になって浮いてきておるとこのような処理を当市でも考えております。 

 

○福井委員 

そういう部分については前向きに取り組んでいただいておるということで、非常にありがたく思

います。 

そんなことで全体に、やはり見直すべきものは見直しながら、経費がなるべくかからないように、

常にちょっと動くだけで何千万、何億という金がかかるというのがここの電算関係ですので、そう

いう面ではよろしくお願いします。 

 

（目９企画費） 

 

○上田副委員長 

ここで１点聞かせてください。 

２番の地域審議会運営事業という運営経費ですけれども、ここの中身は市町村合併の特例に関す

る法律及びこれに基づく合併前の旧市町村の単位で設定をされているということでございます。 

23年度、小俣総合支所は23年７月に当面の課題、二見総合支所については、24年１月に小中学

校の適正規模の適正配置と、それから御薗総合支所については、23年５月に防災無線の管理運用と
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いうようなことでやられているというふうに書かれておりますけれども、ポイントで結構ですので、

どういう形で、各市町が進められたのかお聞かせください。 

 

●中村二見総合支所長 

ただいま上田委員さんのほうから御紹介のありましたように、二見総合支所の場合におきまして

は、小中学校の適正規模及び適正配置について、24年1月に実施をさせていただいて御審議を願っ

たところでございます。 

 

●森小俣総合支所 

小俣地区地域審議会につきましては、昨年７月25日に開催をしました。議事につきましては、当

面する問題についてということで、職員課より職員給与についての説明を受けております。 

 

●内田御薗総合支所長 

御薗地域審議会におきましては、合併調整に伴います防災行政無線の管理運用について及び合併

調整に伴うケーブルテレビ加入補助金等についての市としての 終調整方針が出ましたので、それ

を審議会に報告をさせていただきました。 

 

○上田副委員長 

ポイントだけというふうに言わせていただきましたので本当にポイントだけで中身が･･･大きく

触れると過去の説明書に、報告書に載っておるというふうに思っておりますので割愛させていただ

きます。 

これはですね、この議題については、市長のほうからこういう内容の提案をしていって、これを

審議委員会に答申したということかと思います。 

その中で、この中身については大きく触れません。私の質問としては次にその審議会の中で市長が

答申をされました内容で、すべてこういう項目は合併協議の項目はですね、終わっているとは思い

ません。しかし終わっているような形で報告書がなされております。といいますのは、この合併の

残っております中身はすべて各担当課が今度はしていくという形で聞いております。その中で一つ

具体例ですけれども、改めて新市で検討というような形で書いてあるもので、例えば市民憲章、市

の花というようなものについては、担当課もどこかわからんという形で、私が調べさせていただい

たら、どこでどういうふうにやるんかと、わかりませんので、この辺はどういう形になっているの

かお聞きします。 

 

●奥野環境生活部参事 

合併調整項目の「慣行の取扱い」についてでございますが、それにつきましては第33回の総合支

所連絡会議等におきまして、先ほど言われました市民憲章につきましては、行政経営課で自治基本

条例の制定とあわせて作業を進めるという形でお話がされているところでございます。 
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○上田副委員長 

担当課が出たということですので担当課としてこれをどういうふうに進めていくのか、お聞きし

ます。 

 

●大西行政経営課長 

先ほど市民交流課のほうから回答をさせていただいたとおり、合併調整では、市民憲章につきま

しては、新市において新たに定めるとこのようにされております。 

総合支所連絡会議では、自治基本条例の制定にあわせて作業を進めるということにしております

ので、自治基本条例の進捗にあわせていただきたいということで、現在は作成されておりません。 

 

○上田副委員長 

恐らく新市ということで協議をされているんですけど、新市として長年たってきました。 

しかしこれの中身については触れてられないということは、一方では、市民憲章については、市

民の盛り上げがないというような形で、あまり興味がないというかそういうことを触れていく必要

性がないというような考えで進められているのかどうかお聞きします。 

 

●大西行政経営課長 

先ほど御答弁させていただきました自治基本条例の策定につきましても、市民憲章につきまして

も、これからの伊勢市の理想というのでしょうか、その辺を語るものということで、共通のところ

があるというところで、現在、自治基本条例の制定にあわせて進めさせていただいておると。自治

基本条例につきましては、策定に関するさまざまな考え方、他市の状況等も勘案させていただきな

がら慎重に進めさせていただきたいと考えております。 

 

○上田副委員長 

後にします。新市という名前がついてからもう相当時間がたっております。自治基本条例の中

に含めていくとなれば、早急にいろんな形でこの項目は、基本条例の中に入れるんだ、入れないん

だということをはっきりさせていただいて早急に、自治基本条例もいつまでもないという形ではだ

めだと思いますので期限を切りながら進めていただきたいと思います。 

 

◎中村委員長 

 他に･･･品川委員。 

 

○品川委員 

 私、この項の中で公設マネジメントの、公共施設の情報整理事業というところでお聞きしたいの

ですけど、一般質問でもあったかと思うんですけども、こないだの講習会において、施設のデータ
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が出されていなかったというようなところがあるので、その点と見解をもう一度お聞きしたいと思

います。 

 

●江原情報調査室長 

公共施設のマネジメント白書でございますが、公共施設のマネジメント白書につきましては、公

共施設の配置状況であるとか、設置の目的、利用者数や稼働状況といったものの見える化をしてお

るということで掲載いたしておりますが、公共施設につきましては、市民の貴重な財産ということ

で、これを預かっているという観点からいきますと、適正に管理すべきものであるということから

いきますと、データが不足しておるということにつきましては大変申しわけなく思っております。 

これから公共施設マネジメントを実施していくにあたりまして、それぞれのデータは必要不可欠

なものであると考えておりまして、この白書の発行でデータの収集というのは終わりということじ

ゃなく、施設マネジメントの第一歩ということで考えておりますので、これから、施設の利用状況

のデータにつきましては、今後経年で管理をしていかなければならないと考えております。 

これらにつきましては、各施設を所管しております各課に周知いたしまして、徹底していきたい、

管理していきたいと、収集していきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

○品川委員 

私が言いたいのは、マネジメントが出てから、そこの資料がなかったから、今後取るんじゃなく

てね、そこら辺がね、ちょっと僕は、ちょっと自分の考えと違うんですけど、やっぱりこういうマ

ネジメント、非常に大事なことが出されたと思うんですよね。 

これについては、この業務を始める前にちゃんと確認をして、ちゃんとデータをとっておるかと

いうようなことがあって、ゴーを出すということで、今からこのデータを取りにいっても、うちの

ところのデータがなかったから、これは使わなつぶされるぞみたいな話になっては、非常に問題だ

と思うんですよね。普段の利用状況ということが１番大事だと思うんです。 

それで、ここのところに定期監査の20年度の報告書があるんですけれどね、このときにはちょう

どね、コミセンの図書の貸し出し冊数の話が出ていましたよね。あのときにちょうど監査に入られ

たときに、神社のコミセンのほうで、会議室の貸し館業務はないと。それでほとんど図書も貸して

いないということで、１回これを廃止しておるんですね。 

それでこれ現在、放課後児童クラブが入ったから、そこのところで冊数がふえておるんですよね。 

そのときの中にでも、常に業務の内容を把握し、適正にしようというふうなことが書かれておるわ

けですよね。そうすると、そこの管轄しておる課が、ちゃんとそれを把握しておらないかんという

ことですよ。そういうことでしょ。 

されていることは非常に大事なことなので、大事なところが抜けておったら、後から埋めること

ができないんで、僕は本来なら、このマネジメントを出すのを、その資料が集まってから出しても

よかったんじゃないかなとそんなふうに思います。 
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それでこん間も講演会のときもお話をさせていただいたのですが、例えばよそでやっておるところ

というのがあります。市長の答弁もありました。そこの施設の住民の皆さんとも話をして進めてい

きたい。これは大事なことなんでしょうね。ただし大事なことは、決めたらぶれるなと、そこが１

番大事だということはよその市町に行っても、当然、一つの施設をつぶすと思うと、反対が出てく

るのは当たり前ですよね。たった１人の人が使っておるだけで、もういいんじゃないかというとこ

ろは、前の葬祭業務のときもそうでしたよね。特にすごい反対があって、やっぱりそういうのが、

じゃあ僕らも出すでといって、皆さん名前を書いて提出されるとどんどん膨らんできますよね。そ

うなってくると一つも手をつけられなくなると思うんですよね。ですからちゃんとお話をして、こ

ういう方向でいくよと決めた時点で市長が決断をしてぶれないというところが一番大事なことなの

でね、そういうことも含めてしっかりやっていただきたいと思うので、再度責任のある方に御答弁

願いたいと思います。 

 

●森井情報戦略局長 

データの欠損といいますか、未整備のことにつきましては、改めておわび申し上げます。 

本来公共施設はそのつくったときに当然ながら目的をもって対象者も考えながらできたものでご

ざいますので、それがどのように使われていくかということは当然ながらデータをとる、利用の状

況を確認していくというのは当たり前のことのように思っておりますので今後それを徹底していき

たいというふうに思っております 

今後の取り組みでございますけれども、あくまで今回のマネジメント白書につきましては、現状

の把握、課題の抽出のところでございます。 

それから全体に構想といいますか、基本方針といいますか、その辺のところを役所としてどのよ

うな方針で進んでいくのか、それからそのあと個別論議としましては、個々具体的な各論に入って

いくと思っています。 

その中で、当然ながら議会の皆様や市民の皆様、関係者等との議論の中で、慎重に議論をしなが

ら、その中で決めたことについては守っていく。そのような取り組みをするための今後の考え方と

しまして、この白書を使いながら、方向を定めていきたいとそのように考えております。 

 

○品川委員 

もっと市民の皆さんにわかりやすく言ってもらったほうがいいと思いますよ。この公設マネジメ

ントは今の現状を、将来的な財政も含めてこういうふうになっていますよと、この施設は老朽化し

ていますよ、利用人数は何人ですよというところから、市民の人にまず周知してもらうということ

が一つの大事なポイントだと思います。 

局長が上手に言われるので、市民の人は何を言っておるのかちょっとよくわからんと思いますけ

れども、現実はそうですよね。 

今伊勢市の財政状況をみると高度成長時代にばたばたとつくったやつが、実はそのやつが、きっち

り使われておるのか、あのときは市民が必要やと思ってつくったけれども、今の現状はどうなのか
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なというところを、資料で市民に提出するわけです。市民が見て、ここの施設はそんなに使ってい

ないのなら、もう･･･というふうな感覚も一つ。中にはもっと、これはいかんなということでもっと

使われる方もおります。だからそういうことを市民に周知するということが、まず一番のポイント

であってね、何も当局は、もともと知っておるわけじゃないですか、そんなことは。当然把握もし

ておって、あそこの施設はもう古いし、使われていないしな、というのは、当局は知っておる話じ

ゃないですかね。それを何でこういうふうに出すということ自体は、市民の皆さんに周知する。そ

して将来的な財政計画から見ていくと、もうちょっとここのところは悪いけれども、こちらと統合

してもらえんかなというようなことも含めて、そういうことを周知するということが第１目標やと。

そういうところがやっぱり声を高々に言ってもらわんと、何か今から計画を立ててと言うてやって

おると出す意味がないと思うんですね。それやったら絵に描いた餅を出しましみたいな話で、やっ

ぱり本当の目標はこうですよと、今伊勢市が豊かやったら、どんどんお金が入っておるときなら、

どんどん建て替えてやればいいじゃないですか。そうやけど、そこのところは目的も果たしたし、

もう要りませんよねというところは、悪いけれども切っていきますよと。そういうことをきっちり

言わんとね、なかなか聞いておる人は、公設マネジメントというのは一体何ぞやといわれてもわか

らないと思うので、市民の皆さんは見たら多分わかると思います。ああここのところはほとんど使

われていないんやなと、古いんやな、危険なんやということもわかると思うんですね。それに対し

てもっとこういうところ、私らたくさん使っておるんやで新しく建て直してほしいという声も出て

くると思うのでね。 

やっぱり市民周知ということが一番大事な、やはりそこのところを強調してものを言っていただ

きたいと思いますので再度お願いします。 

 

◎中村委員長 

 情報戦略局長。簡潔にしてください。わかりやすく。 

 

●森井情報戦略局長 

 今後は例えば広報いせ等々でわかりやすい形での情報周知に努める努力をさせていただきたいと

思っております。それで今後はあくまで重要度の関係とか老朽化の関係、地域性の問題、さまざま

なところから、講演会の中でもあったと思いますけれども受益者市民と負担者市民という、その辺

のところをバランスとりながら方向性についての考え方というのを整理していく必要があるとその

ように思っております。 

 

◎中村委員長 

 他にございましたら･･･世古口委員。 

 

○世古口委員 

企画推進事業についての、太平洋新国土軸構想推進事業についてお尋ねしたいと思います。 
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この事業につきましては、昭和の日本経済が右肩上がりでどんどん伸びて安定しておる当時の事業

であると私認識しておるわけでございますが、道路とかそういったことが何らかの状態になったと

き、パニックの状態になった場合に、やはり物流がストップして、経済がストップしてしまう。そ

ういったことに対しまして、やはり太平洋側に一本の道をということで、これにつきましては伊勢

湾架橋の問題とかいろいろあったという認識をしておりますが、それがなかなか成就されなかった。

そうした中におきまして、今は火が消えたような状態になっておるのではなかろうかなと思います

が、今この推進事業につきまして担当のほうの対応といいますか、事業の推進につきまして現時点

でどうなっておるのか教えていただきたいと思います。 

 

●大西行政経営課長 

委員お尋ねの事業につきまして２点ございまして、１点は伊勢湾口道路建設促進期成同盟会、三

重県さんの事務局で会が設置されております。 

それからもう１点から渥美との少年野球大会でございまして、その伊勢湾口道路促進期成同盟会に

つきましては、事業廃止というんでしょうか、結成から23年を経過しておりまして、経済、社会環

境も大きく変化しているというところで、三重県における事業仕分け、こちらの対象となりまして、

抜本的な見直しが必要ということで、これから建設されるとなった場合に、どれくらいの建設費だ

とか、期成同盟会における交流会議がどのくらいの効果があるのかというようなところで、議論を

されて、結果として不要という結果となりましてから、ただし会は解散せずにそういう動きが今後

出た場合は、再開できるようにということで会は存続いたしております。 

それともう１点の伊勢市長杯野球大会につきましては今年度も開催させていただきまして、厚み

地域の少年との交流、こちらには努めておる状況でございます。 

 

○世古口委員 

実際名前がすごく大きくて、仰々しい名前ですので、やはり、えらくこのことについての知識と

いいますか、わからない、市民については、大変な事業が進められておるのかなと、このように認

識する方もあると思います。 

 会議だけが、会議費だけが提示されているような気がするわけですが、その辺につきましても年

何回会議をされているのか、そういったことについてもお教え願いたいと思います。 

 

●大西行政経営課長 

期成同盟会の関係につきましては、先ほどの県の仕分けの関係もございまして、24 年度からは、

負担金もなしということで休止状態という状況になってございます。 

 

○世古口委員 

24年度から休止状態ということになりますと、予算の必要もないんじゃないかな、いろんな会議

はなくても予算的な面で、盛られていると思いますが、予算も盛る必要もないという認識するわけ
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で、やっぱり火が消えたのも一緒のような状態ですので、やはりこの関係につきましては、そうい

った事業の将来性が極めて不透明というか、可能性が少ないというようなことになってきますと、

やはり経済面での、愛知県の関係とか、三重県で情報交換とかそういうような名称に変えたほうが

いいんじゃないかと思いますが、その辺につきまして担当者の考えをお聞きしたいと思います。 

 

●大西行政経営課長 

お尋ねの御説明の中で24年度につきましては、三重県の期成同盟会に関する負担金の予算はあが

っておりません。予算計上させていただきましたのは渥美地域との交流の関係でございまして、少

年野球にかかる経費と渥美地区の方との職員の交流にかかる協議等の協議にかかる経費をあげさせ

ていただいたものでございます。その辺も踏まえまして、24年度から事業名も変えさせていただい

たというふうな状況でございます。 

 

○世古口委員 

やはり本来の方向性と大きく転換しておると申しますか、本来の、所期の目的が達成できないと

いうような感じになってきますと、やはりこの事業の名称も一考していく必要があるのではないか

なと思うわけですが･･･。 

 

◎中村委員長 

 世古口委員、23年度の決算審査でございますので、もうその辺でお願いをしたいと思います。 

 

○世古口委員 

 委員長から御指摘がございましたので23年度の決算ということで、こういった事業について、あ

んまり意味というか、効果の少ない事業については名称変更とか、そういったことについても一考

を願いたいと思います。 

 

●鈴木市長 

ただいま委員から仰せの太平洋新国土推進事業なりですね、これまで各自治体の連携をしている

事業がさまざまございました。その時代に合わなかったり、住民ニーズがあわないものは随時見直

しをしていくように指示を出しておりますので、段階的にまた見ていただければと思いますのでよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

◎中村委員長 

 目９終わります。（「委員長、委員長）と呼ぶ者あり）あるんですか。宿委員。 

 

○宿委員 

総合計画のことでお願いをしたいと思います。 
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総合計画が23年度の８月に自治法の改正があって、義務づけというものが廃止になったと。 

それで各市町のほうで、総合計画をつくるのであれば、議決をして決めていきなさいよと、簡単に

いうとそういう話になったと、そのことはもう理解をしております。 

ただ今回の総合計画というものが、新しく24年度の末で切れるとするならば、もうこの３年度に

いろんな仕組みとか、今の政策についてのチェックを相当行って、24年度にどうしていくかという

判断をするということなるわけですが、その辺りのことの進捗であるとか、総合計画についての考

え方をお願いしたいと思います。 

 

●大西行政経営課長 

総合計画につきましては、現基本計画が平成24年度末という期間で策定されております。 

御紹介もありました法改正によりまして、市町の設置の義務というのがなくなったところでござ

います。 

そこで伊勢市におきましても種々検討をしてまいりました。 

まず、現在の総合計画につきましては、目指すまちの姿、その辺が指標等でわかりやすいと。そ

れからアンケートもさせていただいておる中で市民実感というのを把握することができたというよ

い点もございます。 

反対に短所につきましても、行政活動から一覧化されていない、個別の計画等がわかりにくいと

いうこともございまして、その点を踏まえまして、平成25年度に１年間の計画、こちらを作成させ

ていただいて26年から新たに議員の皆さまとも協議をいただいて、新しい計画を、本格的なものを

つくっていきたいというふうに考えているところでございます。 

 

○宿委員 

今の御答弁ですと、総合計画の重みというのか、その全体像というのが、必要があるのか、ない

のかという疑問に、私も考えるところがあります。というのも、今まで我々はすごく総合計画は大

事だという認識を実は持っています。しかしながら、各職員の方にお聞きをすると総合計画をつく

られた、その後どうなっておるかというと、やはり棚の後ろのすみに置かれているのが非常に多い。

総合計画をみながら日々の仕事をしておるわけではないけれども、でもその下にぶら下がっておる

政策、施策というものが、本当に各事業につながっているという認識が非常に希薄だと私は感じて

います。その意味では総合計画という大きな柱というものは必要ではないかなと思っています。 

総合計画のというものの重要性というものは、やはりどの市長に変わったとしても、どの市長に

なったとしても、それは当然市民の方は市長を選ばれるわけでありますけれども、総合計画という

のは、ある種そんなに、市長が変わったからといって180度変わるようなことでは、逆にそういう

政策ではいかんわけで、その辺りのことを十分に考えると今のような日程で、何か市長任期にもあ

わせたような形の27年度というのはいかがかなと感じはするのですが、それについてもお答え願い

たいと思います。 
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●大西行政経営課長 

先ほどの委員の御指摘の点も踏まえまして、確かに、総合計画というのは重要であるということ

で、策定につきましては、義務化がなくなったとはいえ、つくっていきたいというふうに考えてお

るところでございます。 

基本構想につきましても、平成25年度につきましては、現在の構想を引き続き作成をとっていき

たいというふうに考えております。 

また御指摘の中の職員が業務をする場合の個々の計画というところも、確かに実際の業務につい

ては、その辺の関係は密接なところがございますので、その辺の整理も含めまして、個々の計画の

整理というのもさせていただきたいというふうに考えておるところでございます。 

 

○宿委員 

私の総合計画の考え方の一つというのは、総合計画というのは、財政改革といつも総合補完の関

係はあると思うんですね。 

総合計画はあるものの、そのことだけを突っ走ってしまうと、財政計画そのものが崩れてしまう。

だからそれと同時に財政計画もきちっと組んで、その範囲内で、この総合計画を何年度までにどの

ような状況で進捗していくかということをきちっと進捗管理をしていかないかん。 

そのためにも、この23、24,25なんかは本当に重要な年度に、今までのものでいいのか悪いのか

もわからずに新しいものが26年度以降にできるということの方向付けあるにしても、本当に財政計

画とのリンクがきちっとされて、本当に重要な課題を解決できるようなことになっておるのか。ひ

いては、それが市民の方のサービスに、満足度につながっておるのかというようなことを、そこの

ところをきちっと理解した中で、その総合計画というのをよりよくやってもらわないかんと思うの

です。 

先ほどの、私、市長の話をしましたけれども、これが前回の総務委員会のときの資料の中では、

基本計画期間と市長任期にずれがあるということが、これが短所として出ておるわけです。僕は短

所といういい方ではなくて、先ほど申したように、総合計画はどの方が市長になろうが、やはり基

本的にこれは推進していく、将来のあるべき姿をきちっと出されておるんだろうと。そのことをど

ういう手法でやるかというのは、別の話です。それは新しい市長が、こういう手法のほうが短期的

にできるんではないかなということを考えればいいだけの話であって、そういう意味からして、私

が、総合計画がどうもこの推進事業の中で推進していないなと感じているのはその辺りのことです。

市長どうぞ御意見が、今の私の考え方も含めて考え方を披露していただければありがたいと思いま

す。 

 

●森井情報戦略局長 

総合計画の考え方でございます。先の８月でしたか総務政策委員協議会のほうで今の考え方につ

いて協議をさせていただきました。 

その中でいろいろと御意見をいただいております。ただ、今その総合計画、宿委員、おっしゃら
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れたみたいに基本構想の部分は議決をいただいて、期限を定めずに、定めておりますので、これは

いかしていきたいという考え方でおります。 

なおかつ私ども今の総合計画につきましては、新市建設計画との関連性もございまして、新市建設

計画と目指すべきまちの姿的な、理念なところはあわせた形でつくらせていただいております。 

今後新市建設計画も延長するにあたっては、それを根本から変えていくということについては、

いかがなものなのかなと現状で考えておるところでございます。 

基本計画分野につきましては、あわせて24年度までということで議決するときにあわせて資料で提

出させていただいておるものでございますけれども、今後その市長任期に合わすといいますのは、

当然ながら市長はその段階で自分の任期の中の政策というのを当然たてられます。実際には個別具

体的な計画の中で、環境でありますとか福祉でありますとか、諸々のところで当然それは目指すべ

き方向性を定めて、やるべき仕事というのを書き込んでございますし、これらにつきましても当然

その市民の皆様との御意見交換それからパブリックコメント等をつくって、つくってきている部分

がございますので、これらを整理することによってぶれのないものをつくり上げていくことができ

るんでないかなと、そのように考えています。 

 

○宿委員 

相入ないところもありますけれども、 終的には、市民の方の満足度だと思います。どの事業に

どのように特化してというような考え方で私は言っておるつもりはないんです。ただ、財政計画と

いうのをきちっと立てますから、その時に偏りのないような状況にしないと、例えば市長が福祉専

門でやりたいみたいなことになって、まちづくりそのものがちょっと遅れてしまうようになっても

困る話で、そのあたりからいくと、やはり進捗というのはある程度、総合計画の中で縛りも入れな

がらしていかないかん。財政計画もきちっとリンクしていかないかんということになるんではない

かなと思います。 

これはこれからつくることでしょう。大いに私も議論をさせていただきながらやりたいと思いま

すし、正直、計画をつくってですね、ああよかった、よかったで先ほど申したように、棚のうしろ

の隅にいつも立てかけられておるようなことのないようにだけはお願いをしたいと思います。 

 

（目10 市史編纂事業推進費） 発言なし 

 

（目11 男女共同参画推進費） 

 

○野崎委員 

この項でちょっと１点、お伺いさせていただきます。 

この男女共同参画推進事業の中、概要書と事務の成果表なんかを見せていただきますと、一番上

にパートナーの日の啓発、講演会というのがきております。このパートナーの日の啓発の意義につ

いて少し御説明をいただきますでしょうか。 
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●鈴木市民交流課副参事 

野崎委員お尋ねのパートナーの日でございますが、男女共同参画を進めるにつきまして、特に皆

さんに意識づけを図るということで、特別な日という意味で８月17日、語呂あわせでありますが、

パートナーの日というふうに決めて推進をしているところでございます。 

 

○野崎委員 

僕はこのパートナーの日というのが、議員になった１年目は、全国的な取り組みなのかなと思っ

ておったんですが、これ伊勢単独の日という形で考えて間違いはなかったですか。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

この８月17日をパートナーの日と決めているのは、伊勢市独自のものだと考えておりません。 

これにつきましては、今伊勢市男女共同参画推進条例のほうで決めていることでございまして、

現在の伊勢市が、男女共同参画推進条例をつくる前の、合併前の旧伊勢市におきましても、パート

ナーの日というふうに決めていたのを引き継いだところでございます。 

 

○野崎委員 

何が言いたいかといいますと、このパートナーの日というのが、啓発事業というのがパートナー

の日に啓発をしたというような形で何カ所か記載をされておるんですけれども、パートナーの日を

啓発したいのか、男女共同参画を啓発したいのかというときに、あんまりこのパートナーの日を啓

発することに私としては意味を感じないというか、例えば８月17日がどんな日であるかということ

を考えると、お盆休みの期間中の企業もありますし、市内人口が多いのか少ないのかもわかりませ

ん。 

逆に観光の面から見れば、市内は結構忙しい日なんじゃないのかなというところもあって、ちょ

っとそのパートナーの日を啓発することに意識がちょっと行き過ぎて、本来の男女共同参画の目的

から･･･、ちょっと何か違うんじゃないのかなと思っておるんですけれども、この日が一番適切かど

うか、ちょっともう一度御答弁いただきたいのですが。この日が他の日と比べて、語呂合わせがな

かったというならそうなのかもしれませんけれども、あんまりこの日にこだわって啓発事業をする

ことに意味を感じないんですけれども、ちょっと御答弁をいただけますでしょうか。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

この日を、８月17日をパートナーの日と決めて、特にこの日、男女共同参画の推進に関する取り

組みが積極的に行われるようにというふうに条例では決めておりまして、この日、８月17日だけが

男女共同参画の推進をする日というふうな意味ではございませんが、１年間365日のどこかの日と

いうところで、特別な日という意味の語呂合わせで一番覚えてもらいやすいんではないかというふ

うなところもありまして、決めてもらったというふうに考えております。 
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この８月17日に決めたのは、先ほども申しましたが合併する前の旧伊勢市のほうで平成10年に

市民の皆さまとともに考えていただいて設置をしたもので、それを引き継いだところでございまし

て、今のところ特にその日を変えなければならないというふうな理由が見当たりませんので、これ

からもこの日でということで続けていきたいなというふうには考えております。 

 

○野崎委員 

主目的はあくまでも男女共同参画推進ですので、このパートナーの日の啓発とは、僕は違うと思

っています。ですので、何と言ったらいいかな、この日を何としても啓発するんやというような形

で、ちょっと目的と趣旨がちょっと今ごっちゃになっておるんじゃないかなと思いますので、その

辺ちょっと１回整理をぜひしていただきたいと思います。 

 

◎中村委員長 

他にございませんか･･･野口委員。 

 

○野口委員 

お尋ねしたいのですが、この企画運営委員に12名の方が参加されていらっしゃるのですが、これ

はどういう、男女あわせてですが、男性の比率ですけれども、そこでどんな方々がそこに応募をさ

れていらっしゃるのでしょうか。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

野口委員お尋ねの委員というのは、男女共同参画、れいんぼういせのことだと思っておりますの

で、そのことでお答えさせていただきたいと思います。 

男女共同参画、れいんぼういせにつきましては男女共同参画に関する取り組みを行政とともに活

動を進めていっていただけるというふうな方を広報等で公募をいたしまして、集まっていただいた

メンバーでございます。 

今年度は、今10人でございますが、内訳としましては、男性が４人、女性が６人というメンバー

で動いております。 

 

○野口委員 

こういう人でいろんな事業の組み立てをしていただいているのでしょうか。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

基本的には、市もともに、共同でというような形ですが、企画運営ともに委託契約を結んでとい

う形で行っております。 

 

○野口委員 
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５番目のところの縁結び応援事業なのですが、これを23年度は尾崎咢堂記念館でされてというの

が、この成果表に書いていただいてあるのですが、これで、縁結びなんですが、なかなかその縁結

びができないところもあったりしますけれども、その成果はどうでしょうか。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

23年度に行いました縁結び応援事業でございますが、成果といいますか、この事業につきまして

は独身の男女の出会い場を提供するということですが、男女共同参画を推進するというところが主

な目的でして、集まっていただいたこれから結婚しようという男女の皆さんに男女共同参画を理解

していただくというふうなことが大きな目的になっておりますので、そこの場で、何組かカップル

をつくるというふうなことが成果というふうには、こちらのほうは判断しておりませんので、そこ

で出会ってもらった方々が、その後どういうふうに行動をとられたかというところまで把握をして

いないところでございます。 

 

○野口委員 

ここにこられた方は59名ですので、男性が何人か、女性が何人かというところはわかりますでし

ょうか。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

男女の比率ですけれども、男性が29名、女性が30名の59名の参加者でございました。 

 

○野口委員 

こういう事業はまだまだちょっと続けていっていただきたいと思うんですけれども、そしてまた

イクメン講座ですが、このイクメン講座をされまして、男性の方の年代はどのくらいの方々が参加

していらっしゃるのですか。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

イクメン講座は、男性に子育てを積極的にかかわっていただこうということが目的でして、男性

の年齢というのは制限しておりませんが、20代から30代、40代の方も参加をしていただいており

ました。 

 

○野口委員 

こういう講座を開きまして、男女共同参画をまずは本当に皆さんが参加されるようにいろんなと

ころで活動していただきたいと思います。 

 

◎中村委員長 

辻委員。 
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○辻委員 

先ほど野口委員からだいぶと言っていただきましたので１点だけお聞かせください。 

先ほど来、男性のこととかですね、いろんな大事なところを言われておりまして、この男女共同

参画に関しましては、だんだん女性の意識もだいぶあがってきたかと思っております。 

ただ、１番大事なところは、男性側の意識がなかなか上がってこないんじゃないかなというふう

に思っております。そこのところを今までれいんぼうさんが中心になってやられておられて、その

中で、今度新しい形のものっていうのは、お考えになられているのかどうかお聞かせください。 

 

●鈴木市民交流課副参事 

男性向けの啓発ということでございますが、イクメン講座もそうですが、もう少し年齢が上の団

塊の世代、そういった方たちに向けた推進というのも新しく取り組んでいくようなことも今後考え

ているところでございます。 

 

○辻委員 

団塊世代、いろんな部分で大事なところがあろうかと思いますが、もっともっとれいんぼうさんと

もしっかりと連携をとりながらですね、今後ですね、特にもう今年度されている部分もあろうかと

思いますけれども、この成果表を見ると、もっともっと、こう、充実したものができるんじゃない

かなというふうに思っておりますので、その点もうちょっと、団塊だけではなくて、もう少し下の

ところも考えて、ちょっと何かあれば教えてください。 

 

 

●鈴木市民交流課副参事 

啓発につきましては、対象でありますとか内容でありますとか、いろんなことを工夫しながらや

ってはきておりますが、これがより効果的なことかとか、今皆様の市民の意識はどんなものかとい

うふうなことも考えながら取り組んでまいりたいと思っています。 

いろんなイベントを開催したときにそこまで足を運んでいただく皆さんはある程度意識がある方

なのかなというふうに思っていまして、そこまで来ていただけない方とか、事情で来られない方も

あるかと思いますが、そういった皆さんへの啓発というふうなところも、これから考えていきたい

なというふうに思っています。 

 

○辻委員 

あと大事なところは、市の職員の考え方も含めて庁内ではどのような取り組みをされているのか

お聞きして終わりたいと思います。 

 

●鈴木市民交流課副参事 
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庁内ということでございますが、庁内には推進委員として各関係課19課で構成しているメンバー

がおります。その推進委員を中心にどういうふうな取り組みがいいかというふうなことは考えてい

きたいなと言っているところではございますが、庁内に向けての発信といいますのは、職員課で行

っていただいております職員研修の中に、男女共同参画の項目を設けていただきまして、新任職員

の項目の中に一つつくっていただいたりとか、目からうろこ研修という中にそういった項目を設け

ていただいたりということで、どんどん進めていくようにしていただきたいなと思っております。 

 

◎中村委員長 

 目11終わります。 

 午後１時まで休憩いたします。 

 

（午後 ０時 ５分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

 

○中村委員長 

それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

決算審査を続けます。 

次に目12文書管理費をお願いいたします。御発言がありましたら。 

 

（目12文書管理費） 発言なし 

 

（目13情報管理費） 発言なし 

 

（目14公平委員会費） 発言なし 

 

（目15財政管理費） 発言なし 

 

（目16基金管理費） 発言なし 

 

（目17会計管理費） 発言なし 

 

（目18財産管理費） 

 

○宿委員 

財産管理費のことで、庁舎等の整備のことでちょっとお伺いをしたいと思います。 

24年度のことですが、今総務委員会にかかって裏に耐震棟を建てるということで、地下の電気設
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備等々をそちらへ移設するようなことも聞いておるのですが、現状の庁舎等の整備事業として、ど

れくらい維持管理が全体でいっておるのかなと。ここにでておる1億3,100万ぐらいが、その総額

なのかどうかというのをちょっと確認したいと思います。 

 

●水谷管財契約課長 

庁舎等の管理事業の中で庁舎にかかっている部分は、平成23年度で6,771万4,473円でございま

す。 

 

○宿委員 

そうしますと、これは、庁舎維持管理費の１億2,200万と管理費用の1,900万というのは、これ

はどういう読み方をさせていただいたらよろしいんでしょうか。 

 

●水谷管財契約課長 

言葉足らずですいませんでした。今の6,700万強ですけれども、これは本庁舎の分に係る分でご

ざいます。 

本庁舎の方の燃料費、重油、灯油等の燃料費、それからまた、電気使用料、水道料等をあわせた

部分が6,700万ということでございます。 

あとの部分で、二見総合支所分が1,350万円ぐらい、小俣総合支所が1,650万円ぐらい（「ゆっく

り言ってください」と呼ぶ者あり）、二見総合支所分が1,350万円分ぐらい、小俣総合支所分が1,650

万円ぐらい、御薗総合支所が1,430万円ぐらいということでございます。 

 

○宿委員 

そうしますと、これは次の項の関係にも出てくると思うんですけれども、この電気・エネルギー

対策事業とかですね、あとは、先般もＣＯ２の関係で、非常に今いわゆる今のその削減についてで

すね、いろんなことが出されておりますけれども、庁舎の管理事業として、もちろん電気・ガス・

水道関係も、実際には大きく地下の設備を変えることによって、５年ぐらいで消化ができるという

ような文献も見せていただいたりしました。ＮＥＤＯなんかの補助事業の中でのるとそんなことの

積算もきちっと無料でやっていただいて、特に空調関係なんかも新設することによって、いろんな、

電気・ガス・水道、いわゆる今の庁舎で維持管理をしてみえる費用が賄えるというようなことをお

聞きするのですが、そういった研究というのは、この中では進められておったんでしょうか。 

 

●水谷管財契約課長 

今の話の恐らくＥＳＣＯ事業だと思います。ＥＳＣＯ事業といいまして、業者さんの方と契約と

いうか、しますと、エネルギーの部分のボイラーとか空調機等を設置していただきまして、その使

用に応じてそちらのほうに支払っていくということで、総トータルが、市の方の持ち出しも少なく

なるというような方法と思います。 
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そちらの方も昨年度、考えさせてもらいましたけれども、市の庁舎の建物の規模では余りメリッ

トがないということで、するならば、ほかの施設とあわせてする、またするにしても、20 年 30 年

という契約にならないかんということで、少しちょっとこれにのっかっていくというのは難しいか

なということで、今回は見送っております。 

 

○宿委員 

そうすると、私ちょっと反論も、今数字を持っていませんからできないんですけれども、そうな

ると、こういう庁舎というのが、こういう庁舎は非常に大きな庁舎で、電気設備等地下に全部設置

をされておって、それを更新するときは、そうするとどんな方法でこれ更新されるわけですか。こ

の庁舎の関係でいきますと。 

 

●水谷管財契約課長 

現在、この本庁舎に関しましては、地下に冷凍機、ボイラーで集中管理をさせてもらっています。

集中管理ですと、必要のない部屋も空調を受けるというようなこともありますので、今回、更新に

あたりましては、ビルマルチ方式ということで、各部屋ごとに空調ができる方法で考えていこうと

いうふうに考えております。（「何でした。」と呼ぶ者あり）ビルマルチ方式です。 

 

 

○宿委員 

 何方式ですか。（「ビルマルチ方式です」と呼ぶ者あり）市民の方にもわかるようにどんな手法で

更新をするのかということをお答え願えますか。 

 

●水谷管財契約課長 

 すいません、失礼しました。ビルマルチ方式といいまして、大きい冷凍機ではなくて、室外機を

設けまして、各部屋それぞれに個別に空調機がかかるという方法でございます。 

 それに応じて、例えば土曜日、日曜日の会議室だけかけるとか、時間外のところだけかけるとか

そういうふうな個別で空調がかかるということで無駄な経費を抑えられるというふうに考えており

ます。 

 

○宿委員 

それは多分空調の関係だけですよね。水道なんかは当然宅内であろうが老朽化をするわけですか

ら、そのときに更新もある。特に 近私らも会派で、水を飲むのに別に水を買って飲んでおります

けれども、あれ自体も、どうも市役所の中で水道の水をそのまま飲みますと、カルキ臭いというの

か非常に飲みづらい状況のことを非常に思います。それが水道管の老朽化に問題があるかどうか、

我々も素人なのでわかりませんけれども、その維持管理についてのことというのは、水道なんかは

どういう形でやられておるんでしょうか。 
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●水谷管財契約課長 

水道ですけれども、今現在、本管のほうから地下の水道タンクに入ります。そちらのほうから屋

上にあります高置水槽のほうに水をくみ上げて、そちらのほうから各階に配水をしておるというよ

うな状況です。 

そちらの方のタンクに関しましても年１回、水道業者さんのほうにお任せをしまして、清掃と点

検業務をしていただいています。 

 

○宿委員 

そうするとそれ自体は、それで味が変わるなんていう、まあ味が変わるという言い方はいけませ

んけれども、飲んで支障はないだろうけれども、その感じる味覚というのか、それについては問題

ないということでしょうかね。 

 

●水谷管財契約課長 

そちらの点検で、水道の分析もさせてもらっています。そちらのほうで飲料に関しては可能とい

うことで、不可ということが出ていませんので。ただし、下から上にあげることでもあります、そ

ちらのほうで多少時間がかかりますので、味覚等は変化があるかもわかりませんけれども健康上何

の問題はないというふうに考えております。 

 

○宿委員 

それでしたらビルマルチのことで更新をされるということで空調のことを聞きました。おおよそ

どの程度の更新の事業ということになるんでしょうか。 

 

●水谷管財契約課長 

どの程度の更新といいますと、金額ですか、すいません、ちょっと待ってください。資料は持っ

ていませんが、今回の改修にはビルマルチ方式は含まれておりません。とりあえず、これから先で

すね、今は、地下のほうに浸水したらいけない、すぐに使えなくなるものだけをとりあえず上げさ

せてもらうというところで、ボイラーと冷凍機に関しては、浸水しても使わずに対応していきたい

と。 

 今後、各部屋の改修にあわせて考えたいということで今回はまだそのビルマルチのほうの計画

（「見積もりは出てないわけですね。」）はい（「そういう説明をしてもらったら。」と呼ぶ者あり） 

 

○宿委員 

わかりました。更新について特段見積もりをされていないということのお答えをいただいたらよ

かったと思うのですけれど。いずれにしても我々、私も実は小さな事務所を持っています。当然Ｌ

ＥＤのことであるとか、水道、もちろん電気等々のことについて、その維持管理について、発生し
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たときに全体の重みが、随分金額的な重みがあるものですから、それをどうやって更新していくか

ということが、我々も頭が痛い状況です。当然この本庁舎も含めて耐用年数がありますから、それ

を一挙にやるということがなかなか難しいとすると、きちっとした年度計画を立てながら、毎年ク

リアをしていかないかんと思うのです。その辺りの財政的なことも含めて、今回この中身を見てみ

ると通常の維持管理費になろうと思いますし、どこでそういうことが図られていくのかとういうこ

とが見えなかったので、ちょっと部長さんのほうから今後のもし計画があれば、どのような手段で

計画的にいろんな課題を解決していくかのことだけちょっとお答えいただければありがたいかなと

思います。 

 

◎中村委員長 

 23年度の決算審査の範囲内でお答えください。 

 

●藤本総務部長 

この庁舎につきましては、本庁舎本館と東館ということで、今現在本館のほうは昭和40年に建築

がなされております。 

年数がたってまいりましたものですから、まずはその耐震対策、こちらのほうの予算をつけさせ

ていただきました。 

それから次に、決算ではありませんが、浸水対策、こちらの方の予算を今回の９月補正に計上さ

せていただいております。残る部分につきましての照明関係であるとか、空調設備でありますとか

それから配管関係でありますとか、そういったものにつきましては、今後総務のほうで御審議いた

だいておるんですけれども、総務政策委員協議会のほうで具体的に私ども示させていただいて、議

会の御意見を聞きながら進めさせていただくということになっておりますので、そちらのほうで、

また、私どもの案が決まりましたらお示しをさせていただきたいと思います。 

ただ、委員のおっしゃっていただいたように、経費的にも当然なるべく低く抑えられるような形

で御相談申し上げたいなというふうに考えております。 

 年次計画につきましては、それも含めて総務政策委員協議会のほうにお諮りしたいというふうに

考えております。 

 

（目19車両管理費） 

 

○宿委員 

庁用自動車のところでお願いをしたいと思います。 

私はこちらの成果説明書を見せていただいておるんですけれども、正直、先ほどの庁舎問題と同

じく、今後の庁内で使う自動車の管理というのは非常に重要かなと思います。 

ガソリン等々も含めて、我々もガソリン一つ入れるにしたって、もう今は手動でできるところの

セルフへ通いながら、また、セルフのところ１リットル当たり、金額がもう毎週変わるような状況

 39



で安いときにと思いながら、１、２円の感じてやらせていただいています。 

そんなことを考えながらしておると、どうもこの車両関係費で載せていただいておる、この保険

のとか事故の状況とか、車両整備のところとかっていうことをやりますけれども、だいだい保険が

たいがい多いんですかね。ですから車両管理として、成果説明書としては、僕これはなっていない

んじゃないかなと。以前に総務部長さんに申し上げたことがあるんです。やはりどういう車両の管

理をしていくかということは何キロ走ったよという話ではなくて、この一つの車がどれくらいの年

数で、リッターが伸びない車になってきたかというときが買い替えであったりとか、修繕が一つの

車で非常に多くなってきたよというときがやはり考えてどころであったりとか、そんな判断も必要

ですよねと。だからこのマイクロバスが３台で何キロ乗って何回使いましたということよりも、そ

ういった１台、１台の車両管理というのがきちっと出されておって、これぐらいの経費管理の削減

がされたというような概要書であるべきではないかなとこんなことを思うのですね。 

特にやっぱり先ほどのあれじゃないですけれども、エネルギー関係の削減やＣＯ２の関係をうた

うのであれば、やはりこの辺りのことはもう少し責任を持って、維持管理をしておる状況というの

が見えやすい状況が必要ではないかなと、こう感じるんですけれどもこの概要書を見ていかが思わ

れるんでしょうか。 

 

●藤本総務部長 

この概要書には記載をしておりませんけども、委員から以前そういう御指摘をいただきました。 

私ども公用車を更新するにあたっての一つの目安として10年間15万キロ、これを一つの目安と

して更新をさせていただいております。 

ただ、その更新にあたっては、なるべくハイブリット型、今は電気自動車が出てきておりますけ

れども、今はまだ高額なために、その公用車の更新という中に計画として組み入れていくというの

は難しいと考えておりますけれども、なるべく環境に負荷をかけないような、燃費のいいような、

そういった車に更新をしていくというような状況でございます。 

 

○宿委員 

当然我々もハイブリットを考えたり、自分たちもハイブリットに乗ったりとこういうふうなこと

を苦労しながらやっています。それはやはり５年先にずっと乗るのであれば経費的な問題も含めて

軽減されるであろうということを、業者さんの計算に基づいてやるわけですから、そのことがやは

りこの車両整備やなんやかいを書いていただいておっても、これでは全然読み取れないと思うんで

すね。車両管理としてどれぐらいやっぱり年間の削減幅をやっていくかということも非常に大事な

ことだと思います。普通車から軽にみんな変えていただいて、窮屈な状況で４人５人乗ってみえる

のも我々も拝見します。それがいいか悪いかはちょっと別の話として。道路にも駐車をし、いろん

な市民のニーズにあわせて訪問せないかんということもありますから、そんなことが主体になって

くるんでしょう。それでやはり削減をどういうふうにしていくかということは我々のほうでもみえ

るような形でこの表記をしてほしいと思いますので、もうお願いだけしておきます。 
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（目20市民交流推進費） 発言なし 

 

（目21自治区振興費） 発言なし 

 

（目22国際交流事業費） 

 

○長田委員 

この目でいくつか御質させていただきます。 

国際交流推進事業ということで伊勢市国際交流協会の事務局として、いろんな活動を支えていた

だいておると。また、そことも協働しながら、いろんな情報を、生活支援の情報を流したり、国際

交流を推し進めておるということで事務の概要書を読ませていただきました。この辺もう少し詳し

く教えていただけますでしょうか。 

 

●奥野環境生活部参事 

伊勢市国際交流協会につきましては、私どものほうから補助金65万を出させていただきまして、

市とともに国際交流を進めさせていただいております。協会の会員さんは、個人会員さんと企業会

員さんがございます。 

協会の事業といたしましては、外国人に向けての日本語教室や、また国際理解講座、市民向けに

外国人の方を講師に迎えまして、料理教室等させていただいているところでございます。 

 

○長田委員 

伊勢市国際交流協会の方々は、本当にボランティアでいろんな活動をしていただきまして、とも

に暮らす国際交流のまちづくりということで、力強く推進していただいていることを高く評価する

ものでございます。 

それで今いろいろ、国際交流協会についてもお話をいただきましたが、ここに、その他の項目と

しまして、例えば、外国人のための生活のためのガイドということで、伊勢市生活ガイドを出され

たとか、防災マニュアルの翻訳資料を出されたということもありますけれども、その点をもう少し

詳しく御説明をいただけますでしょうか。 

 

●奥野環境生活部参事 

外国人の方が伊勢で暮らしていただくために、日本での生活に対してこういうふうなことが必要

であるとか、また防災のときに、こういうのが必要であるという形の中で、伊勢市生活ガイドブッ

ク等を発行させていただいておりまして、新たに伊勢にお見えになったときに、戸籍の窓口等とか、

また中国人の方が来ていただいて、こちらから研修に行かせていただく場合があります。そういう

ときに対しまして、いろんなパンフレット等を渡させていただいておるところでございます。 
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○長田委員 

それでは伊勢市生活ガイドブックについては、日本語版と中国語版、ポルトガル、英語というこ

とで翻訳版が出ていると。また防災ガイドにつきましては、中国、ポルトガル、英語、そしてスペ

イン語とタガログ語も出されたということですが、この辺は伊勢が取り組む言語といいますかね、

翻訳して伝えたい言語というのは何か基準があるわけでしょうか。 

 

●奥野環境生活部参事 

伊勢市に１番多く住んでみえる外国人さんを対象という形の中でつくらせていただいているのが

現状でございます。 

 

○長田委員 

外国人登録者の国際別人数によりますと確かに１位が中国人ということで、２位ブラジル人、そ

れで韓国、朝鮮が３位で、フィリピン・タイと続いているということで、タガログ語も出されたと

いうのは、そういう人数がふえてきたというのもあろうかと思います。 

この中で特に伊勢市国際交流協会の会長さんが非常に力強く情熱をもって推進されているのに、

災害時に例えば外国人が病院に行ったときに、病院で中々自分の症状が言えないとかということで

命にかかわることがあるんやないかということで、その辺のところを強く牽引されて、力強く情熱

的に動かれていたということがあったと思います。 

その辺が反映されて今回の防災ガイドということにつながったということでよろしいでしょうか。 

 

●奥野環境生活部参事 

今の会長さんそして前の会長さんは、今委員のおっしゃったことを非常に心配されておられまし

た。以前から防災マニュアル等に手を出していたんですけれども、さらにということで、昨年また

新たに随時改正版という形で出させていただいておるのが現状でございます。 

 

○長田委員 

確かに震災が起こった場合、病院へ行ったときに自分の症状がうまく言えない。それでどういう

ふうなことを訴えたらいいのか、何が日本の医療ができるのかとか、いろんな問題点があるという

ことで危惧されていたと思います。 

今回、防災ガイドでその辺のところをまとめられたかと思いますが、もし何かここで御披露でき

るものがあったら、病院にかんしてのことについてお願いしたいと思いますけれども。 

 

●奥野環境生活部参事 

特に病院に特化したという形ではなくて、避難所マップをつけた中では、我が家の防災マニュア

ルという、ここにあるのは保存版の中国版ですが（「資料を示す」）、こういうふうなもの等を着てい
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ただいた方、皆さんにお渡しをさせていただいて、ＰＲ等啓発をさせていただいておるというのが

現状でございます。 

 

○長田委員 

まあ本当に外国で暮らす場合、私もしばらくいたことがあるのですが、一番困るのが病気になっ

たときに、果たして本当に治してくれるのか、それから金がめちゃくちゃかかるというふうなこと

もありまして、そういうことについてわかりやすくなっていると便利かなというふうな思いで、会

長さんの強い思いを聞かせてもらったことがあります。 

それからこの中には全米桜のフェスティバル親善訪問事業というのもございますね。 

これについては、この24年度に市長を初め、いろんな方が行かれて、100周年記念ですから参加

されたと。その準備みたいな事業ということでよろしいでしょうか。 

 

●奥野環境生活部参事 

委員仰せのとおり 24 年度の年度当初に行かれるということで、23 年度中から旅費等の負担金と

いう形でお金が使わせていただいております。 

 

○長田委員 

伊勢は国際観光都市だというふうにもちろん思いますし、伊勢市自体も国際交流のまちというこ

とで強く打ち出している部分があります。 

近本当に円高のこともあり、また原発事故の風評被害とかで、外国人については少なくなって

きているというのもありますし、それからまた、今伊勢に住んでいる外国人ということでも中国人、

ブラジル人を中心に、滞在者の数がかなり減ってきているということもあって、ちょっと右肩下が

りの傾向もあるんですけれども、やはりこの伊勢の位置づけからしても、伊勢のまちの魅力は外国

に本当に物すごく通じる非常に豊かな自然とか、伝統的なものもあって、そういうことからすると

私はこの国際交流というものについてもっと強く打ち出してもいいんではないかなと思います 

今回、国際交流勉強会さんの事業を下支えするような形ですけれども、むしろ、伊勢が今後若い

世代も含めて、国際交流都市としてふさわしいような事業を打ち出すべきやないかなというふうに

思うんですが、そういうお考えはございませんか。 

 

●奥野環境生活部参事です。 

今言われましたように国際都市・観光都市を伊勢が目指すのであればということになりますが、

国際イベントとか会議等が開催されるというようなことがございましたら、積極的に誘致等は進め

たいと考えております。 

 

○長田委員 

今回、市長がアメリカに行かれまして、いろんな思いを感じられたことだと思います。特に全米
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桜の女王につきましては、首相を訪問したり、あるいは東京都知事を表敬訪問したり、そして伊勢

にやってきて伊勢で交流をすると。そういう意味からすると伊勢はすごくポテンシャルの高い、そ

ういう国際交流にふさわしい町やなとは、つくづく感じるところでございます。 

市長、もしその辺で、行かれていろんなことを感じられたと思いますので、何か御所見がござい

ましたらお願いいたします。 

 

●鈴木市長 

１番感じたのは、それぞれ各国に行って感じるのは、自分達が思っているほど伊勢のもっている

ものが伝わりきっていないということを正直な感想として持ち合わせておりますので、先ほど三時

が申し上げましたとおり、これから、機会をつくりながら、国際交流都市に少しでも近づくように

努力をしていきたいというふうに感じております。 

 

（目23コミュニティーセンター費） 発言なし 

 

（目24防犯活動推進費） 

 

○品川委員 

防犯灯設置等補助金のところでお聞きしたいと思います。 

小俣さんのまちづくり協議会のＬＥＤ化推進事業とありますけれども、内容をちょっとお伺いし

たいと思います。 

 

●中居危機管理課長 

この小俣町のまちづくり協議会にＬＥＤの推進化を行った経緯ですけれども、小俣町のまちづく

り推進協議会のほうから、小俣町内をＬＥＤ化していくにあたって、そのサンプルといいますか、

モデル地区として取り組みたいということで、ちょうど伊勢市としてＬＥＤ化を進めていくにあた

って、それに対応させていただいたというようなことでございます。 

 

○品川委員 

ことしになっても伊勢の全市で少しずつこの補助金がつきはじめておると思うのですが、補助金

の内容というのは変わらないのですか。 

 

●中居危機管理課長 

この小俣町のモデルと現行の24年度の取り組みということでよろしかったでしょうか。同様の条

件で進めさせていただいております。 
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○品川委員 

そうしますと決算の概要書に書いてあるやつでは、37 灯で 74 万ですか、一つあたり２万円の補

助金がつくということでよろしいでしょうか。 

 

●中居危機管理課長 

設置につきましては、36灯で66万6,382円を補助したということでございます。 

 

○品川委員 

ちょっと、こう、見えんので私のほうから言わせてもらいますと、今されているのは、私の聞い

たところですのではっきりしたことは言いませんけれども、ＬＥＤが３万円かかるとすると１万５

千円の補助、２万円やと１万円の補助というふうに１灯当たりのことは聞いておるのですが、そこ

ら辺は間違いですか、ちょっとお聞かせください。 

 

●中居危機管理課長 

現在24年度で取り組んでおりますのが、ＬＥＤ新設するに当たっては、１カ所２万円の補助をさ

せていただいております。 

 

○品川委員 

一律２万ということで了解をしました。 

よろしいですね。それと、今の場合、小俣さんの場合は、まちづくりのモデル地区でされたとい

うのはよくわかるんですけれども、今になって、今後は各自治会がそれを選定してつけるというこ

とになっておりますけれども、勝手に変えるだけでいいのでしょうか、手続的な問題は。 

 

●中居危機管理課長 

事前に希望を聞かせていただきまして、その範囲で交換をしていただいておるというのが現状で

ございます。 

 

○品川委員 

希望を聞いて変えるというふうになっておるということで、自治会側としてはそこのところの希

望を出して変えてもらったら･･･、例えば、今ＬＥＤに変えるとすると２万円の機種もあれば、３万

円ぐらいの機種もあるんで、今だいぶよくなっておるんで、２万円ぐらいなので上等なところがあ

ると思うので、２万円で２万円の補助がついたら、町会負担はゼロでいいと。そのように理解をさ

せてもらいますがよろしいでしょうか。 

 

●中居危機管理課長 

新設に当たりましては、上限２万円ということと、数に限度を設けさせていただいておりますの
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で、希望の数だけ交換するというのが今のところはしていただけない状況です。予算に応じた形で

交換を各自治会でしていただいておるというようなことですので、よろしくお願いいたします。 

 

○品川委員 

私の言い方が少し悪いのかわかりませんけれども、当然新設になると思うんですけど、今希望を

出してやっていただいたらもうそれで自治会としてはオッケーと、それがのったらオーケーという

ことで、自治会負担はないというふうに了解していいですか。 

 

●中居危機管理課長 

新設の場合ですと、上限２万円ということでさせていただいておりまして、また、現行の蛍光灯

になっております防犯灯をＬＥＤ化するということでありますと、その２分の１の補助をさせてい

ただくということになって、その場合、上限を１万５千円ということで設定させていただいておる

ということでございます。 

 

○品川委員 

私が先ほど聞いておるのはそこのところで、３万円のだったら半分の１万５千円、２万円をつけ

るのなら１万円じゃないですかとお聞きをしたのですが、いや２万円ですということで答えられた

ので、それでは新しくつけるところが２万円もらえるんであれば、２万円のものをつけたら町会負

担は要りませんのですねっていうふうにお聞きをさせてもらったんです。わかってもらえましたか。 

それではその後の手続きについて、つけてもらったら、市がしていただいたら、町会のほうはもう

何もしないでいいわけですか。 

 

●中居危機管理課長 

事前申請をいただくということで、あとこちらは許可をもって工事をしていただくということに

なって、その後補助金申請を合わせてしていただくという流れになります。 

 

○品川委員 

私、なぜこのようなことを聞くかというと、それをしたところで、そのときに中電に申請に行か

ないかんと。用途変更かなんかの申請に行かないかんということやと思います。そこら辺はどうい

うふうに理解をしておるんかな。わかっていますか、それなら答えてください。 

 

●中居危機管理課長 

 中部電力のほうにつきましては、現在定額の契約をしていただいております。その内容がかわる

ということで、その変更手続きをしていただくということになっております。 
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○品川委員 

 私が聞いたところによると、一般の人間が中電へ行っても、そのあれはできないということにな

っておると聞いておるのですが、そこら辺は理解してもらっていますか。電気工事等の業者さんじ

ゃないと変更はできないというふうに私は聞いておるのですが。まあお宅らが、それができるとい

うならそれで私は結構なのですが、もうそれ以上言うことはないのですが、ちょっと聞いたところ

では、そういうふうな話があるということなので今お聞きをしておるのですがいかがでしょうか。 

 

●中居危機管理課長 

 工事にあわせて事業者さんでやっていただいておるものを、私のほうで、自治会でやってもらっ

ておるというふうに思っておるのかもわかりません。そこはちょっと確認をさせてください。 

 

◎中村委員長 

 少しまとめてやってください、品川委員 

 

○品川委員 

 中電の変更に関して、電気の工事をされたところが変更に行くと。それで変更料がかかるわけで

すよね。そういうふうな話なのです。私は変更料が、お宅らの話では、変更料は市がやってもらう

んだったら変更料がかからないんだったらそれで結構ですよと。 

 そうやけど中電に行くときは、電気工事屋さんが行ってもらうわけですか当然手数料が入ってく

ると。そこら辺のところがよくわからないので、今回もうはじめられておるんで、よくご存じだと

思うのでお聞きをしておるだけで、明解にお答えください。 

 

●中居危機管理課長 

防犯灯につきましては自治会のものということで位置づけをさせていただいておりますので、そ

の辺の変更手続についても自治会でお願いをしたいと思っております。それに伴う費用がかかるも

のについてもあわせた形での補助対象ということでさせていただいておりますので、その中で対応

していただければというふうに思っております。 

 

○品川委員 

業者さんにかかわることであんまりごたごた言いませんけれども、まあそこで手数料がかかるん

だったら、あんまりＬＥＤ化をしても、住民としてはそんなにメリットがないんですよね。３万円

のものをつけて１万円５千円の補助をしてもらって、それをペイにするのに何年かかるかといって

くると、住民にとっては今までどおりのほうがいいんじゃないかなと。ましてそういう手数料がか

かるんだったら、何をしておるかわからんなというのが、住民の普通の気持ちです。そういうこと

をたくさん言われました。そういうところを精査して、ちゃんとした方法でやっていただきたいと

思います。 
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例えばＬＥＤにしても、先ほど言われたように３万円のものが上限1万５千円だとすれば、今２

万円ぐらいでそれぐらいのものがあるとすれば、２万円のものに対しても一律１万５千円を出して

いただけますと、当然負担が５千円になると、そういうことだと思いますけれどもね。 

ごみの収集の箱のときでも少し言わせていただきましたけれども、お宅らが好きなものを選んで

きたらそれの幾ら分の補助をするというやり方は、やっぱりちょっと問題があるんかなと思います。

住民としては、そんな高いものは使わんでもいいやろというところもあればね、機能的に安くても

こんなのがあるということで一生懸命探したときに、やっぱり負担率が一緒になってくるというの

は、僕はちょっと問題があるんじゃないかなと。特にＬＥＤなんかはそんなに種類がないんで、や

っぱり市のほうがこれをつけてくださいということで、ある程度の部分を決めうちでやるというこ

とも一つの方法ではないんかなと、こういうふうに思います。 

ここで奥深くまでするとえらいところにもぐりこんでいくということもあるんで、ここら辺でや

めておきますが、市当局はちゃんと把握をしてください。よろしいですか。多分自治会のほうから

いろんな声がそちらのほうへ挙がると思いますけれども、それまでにちゃんと答えられるように準

備をしておいてください。よろしくお願いします。 

 

◎中村委員長 

 市当局に申し上げたいと思います。もう少し状況を把握していただいて、きちんと答弁をお願い

したいと思います。 

 

（目25交通対策費） 

 

○世古口委員 

 コミュニティバス運行事業についてお伺いいたしたいと思います。 

交通弱者の市民生活の利便性を図っていただいていることは大変ありがたいことだと思っておりま

す。それにもかかわらずほとんど空車で走っておられますが、費用対効果だけでは、また図り知れ

ないものがあると認識をいたしております。 

施策の成果説明書によりますと、今後も運行ルートの見直しなど、効率化についてもあわせて検

証の必要性を認めていると記載されておりますが、見直しは、年度当初になるんか、あるいはまた、

事案発生時にいつでもよいのか、予算の面もありますので確認してもらいたいと思います。 

 

●中村交通政策課長 

ルートの見直しとか、そういうものにつきましては、一応標準的には４月１日を考えております。 

これは、経費の面とか、ダイヤ改正の面ということで。ただ、23年度につきましては、日赤ができ

た関係で、23年度については、１月にも変更したという経緯はございます。 
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○世古口委員 

地域住民の声といたしまして、現在されております全市的なルートではなく、やはり近くの医者

とかスーパー、そういったところへ直接行ってもらえるような運行を望む声が非常に多いわけです。

デマンドですと、やはり予約制ということで、非常にこれまた複雑になってきますので、今後地元

の自治会とか地域住民の声に十分耳を傾けていただきまして、本当に使いよい運行、こういったも

のをさらに努力してもらいたいと思いますが、その辺につきまして御回答をお願いしたいと思いま

す。 

 

●中村交通政策課長 

今委員仰せのルートをについて一部非常に長いルートがございます。そのため、行って回ってく

ると非常に余分なところを回ってくるという御意見も実はございます。 

そういうルートにつきましては、地元の御意見も聞いたうえでルートを切るといいますか、２分

割にするということも検討してまいりたいと思っております。これにつきましては御薗ルートが該

当をしておりまして、今検討しておりますのは日赤を拠点に２つにわけたらどうかと、こういう御

意見も実は内部では検討しておりまして、それについて今後、交通会議だとか、地元の検討委員会

のほうに申し上げていくという予定でございます。 

 

○世古口委員 

ぜひともそういった方向で御努力を願いたいと思います。終わっておきます。 

 

◎中村委員長 

 他にありましたら･･･野口委員。 

 

○野口委員 

 デマンドのところですが、このデマンドになりましたときに、１つ例を挙げますと、粟野のルー

トですが、乗る方が３分の１になったんです。それは何か理由があるのでしょうか。 

 

●中村交通政策課長 

23年の８月からデマンド運行を導入いたしました。デマンド運行といいますのは、１時間前に電

話予約という、少し、これまでのバス停に時刻どおりに来たら乗れるということから、予約制にな

ったということで、非常に煩わしいということが導入当初から、また、よその例から見ましても乗

降者数が落ちるのではなかろうかということも想定をしておりました。 

実施の結果、想定どおり落ちたわけでございますが、これにつきましては、ＰＲがやはり大事だ

と考えておりますので、今後も含めまして、これまでもしてきておりますが、今後も含めまして、

地域・老人会等々にＰＲ説明をしていきたいと、このように考えております。 
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○野口委員 

地元の方がこのデマンドになりましたときに１時間前には電話をせないかん。そしてまた、やは

り、そこのところのバス停のところにもう少し大きく書いていただいてあるのでしょうか、何時に

ここを通るというのを、バス停のところには。 

 

●中村交通政策課長 

大きくといいますと高齢者が相手ですので、どこまでが大きいかわかりませんが、普通のバス同

様に時刻表は掲げております。 

 

○野口委員 

結構面倒くさいというのか、１時間前とか、そしてまた朝早いときは前日に電話をせないかんと

いうことで、それから自分のところの近くじゃなくて、だいぶ遠いところまで行って、デマンドに

乗らないかんというところがありまして大変不自由を感じていると言っていだいておりますので、

先ほど言われましたけれども、もう一度検証をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

●中村交通政策課長 

これまで説明会も、利用促進の意味から、今年度におきましても、まだまだＰＲが足らないとい

うことで城田の区長さんに寄っていただいたときにも説明をさせていただきました。 

これは路線バスの玉城線も含めた利用促進という意味で寄っていただきました。また、デマンド

導入のときには、７回、８回、そのルートによって説明もさせていただきました。 

まだまだ、これではいかんということも、今年度になって思っておりまして、この９月には老人

会等々で寄るという機会を得ましたので、それにも積極的にＰＲをしております。今後も含めまし

て、特にデマンドについては、乗り方がちょっとわかりにくいということもお伺いしておりますの

で、さらに電話をしやすいような環境をつくっていきたいと、このように考えております。 

 

◎中村委員長 

 いいですか、はい。ありますか･･･辻委員。 

 

○辻委員 

私もデマンドバスとそれから駐輪場のことでお聞きしたいと思います。 

デマンドは先ほどからずっと続いておりますので引き続きちょっと聞かせていただきたいと思い

ます。 

先ほども話がありましたが、途中からデマンド方式にされたというところもありますので、その

辺のところの成果を見せていただいて、ある意味では、一つの効果というものは見受けられるんだ

ろうというふうに思っております。これは当然経費の問題も含めますと、下がっていく部分と、か

かっていく部分とさまざまあろうかと思うんですが、必要だろうというふうに思っています。ただ
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大きく考えなければいけないのは、まずバス自体がですね、空バスという話も先ほど若干ありまし

たが、乗る人の人数から考えたときに、バスが大き過ぎるんじゃないかという考え方もあるんです

が、その辺は交通事業者との話はどのようになっておられるでしょうか。 

 

●中村交通政策課長 

現在、おかげバスにつきましては、30人乗りのバスを使っております。そこで数人しか乗ってい

ない、極端な話３人、４人しか乗っていないということも事実でございます。 

こういうルートにつきましては、10人を超えないルートにつきましては、ジャンボタクシーとい

いますか10人乗り的な、小型化というようなことも必要ではなかろうかということで、現在事業所、

三重交通さんらとも協議をしていく中で、現在協議中でございますので、もう少し時間をいただい

て、また導入の折には報告をさせていただきたい。当然ながら、公共交通会議でも諮っていかなけ

ればなりませんので、その辺もあわせて、もう少し時間をいただきたいと思います。 

 

○辻委員 

わかりました。時間は必要だろうと思います。ただ、もう１点だけ、その部分で聞かせてもらい

たいのは、契約でやられておられると思いますので、契約の中で考えていくと、大きいバスを運行

するよりは小さいバスのほうが当然経費的には安くあがると思いますが、その辺はどのような考え

をお持ちなのか教えてください。 

 

●中村交通政策課長 

それが、どれぐらい効果が、費用的になるものかということで現在見積もりをしておりますので、

少し現在のところ幾ら安くなるというのは、運行費として、ちょっとつかんでおりませんので、そ

の辺もあわせて時間をいただきたいと思います。 

 

○辻委員 

わかりました。その辺もよろしくお願いしたいと思います。しっかりと検討してもらいたいと思

います。 

昨年の23年度からデマンドが使われてきました。私ども思うことは、まず市全体が、このまちを

どのようにしていきたいかっていうのが、交通体系に現れていくんだというふうに私は思っており

ます。 

本来であればコンパクトシティ的な考え方をして、例えば宮川左岸、宮川右岸とか、そういった

形の、まちづくりを考えていくコミュニティバスでなければいけないなというふうに思っているん

ですが、それの考えはどうでしょうか。 

 

●宮田都市整備部長 

今御意見をお伺いしました。廃止路線バスの問題、あと今のコミバスの問題と、学校の統廃合の
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問題いろいろあります。 

これからそういったことを関係各課と協議しまして、よりよい交通体系を行っていきたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いします。 

 

○辻委員 

長期的な展望も含めて考えていかないと決算だけ、決算ですけれども今回こういったデマンドを

取り入れたというのは、僕は大事だと思っていまして、本当はデマンドの方がもっともっと効率が

よくあがると僕は思っています。ただし、今されている伊勢市の仕方がいいかどうかというのは、

僕は問題だと思っていますので、いろんなところの研究もしてもらいながら、お願いしたいと思っ

ております。今後課題だと思っていますけれども、その辺は、今後の研究材料としていただきたい。 

もう１点、駐輪場の管理事業に関してなんですが、今回いろいろと駐輪場、駅周辺等ですね、駐

輪場がパンク状態になっておって、交通の迷惑をかけているということを聞かせてもらっておりま

すが、その辺の対策はどのようにされているのかお聞きしたいと思います。 

 

●中村交通政策課長 

今委員御指摘の、駐輪場ですが、特に、宇治山田駅においては自転車があふれている状態でござ

います。 

工事をしている関係もありますが、もともと非常に収容能力が少ないということと、台数が多い

ということで苦慮しておるところでございます。 

しかしながら、我々、伊勢市としては、自転車を取り締まる条例も現在のところございません。

何とか条例等々を制定しまして、そういう自転車を取り締まれる、処分できるような形で考えてい

きたいと思っております。 

 

○辻委員 

条例も検討されるということですが、先ほど条例の話がでましたが、三重県内におかれまして、

各市町いろいろ条例をお持ちだと思っております、この自転車に関しましては。 

わかる範囲で結構ですが、わかっておられたら、どこがやられておって、どこがやっていないか

ということだけを教えてください。市だけで結構です。 

 

●中村交通政策課長 

今日現在とかというのは、ちょっとそこら辺は御容赦いただきたいんですが、条例があるのは津

市・四日市・松阪市・桑名市、鈴鹿市・名張市・鳥羽市・いなべ市・志摩市・伊賀市ということで

ございます。そこが条例を、中身はちょっと、細部にわたっての確認はしておりませんが、近鉄沿

線では非常に、伊勢市としては厳しいところであります。 
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○辻委員 

今聞いていただいてわかるように、ないところのほうが少ないということがわかりました。これ

は早急に条例をつくっていかないと、中身はさまざまあろうかと思いますが、条例化していかない

と、これはいけないんじゃないかと私は思っております。 

それと先ほど宇治山田の話がありましたけれども、各駅さまざま、大きい小さいの大小はありま

すけれども、駐輪に関しましては、いろいろと御迷惑がかけている部分というのがたくさんあると

いうふうに私は伺っております。各駅周辺、それはＪＲも含めて、ＪＲ・近鉄沿線含めて、各駅伊

勢市にはたくさん駅がありますので、その駅周辺も含めて調査をしていただきながら、宇治山田に

特化はしておりますが、全体的には必要であろうというふうに思っておりますが、その点のお考え

はいかがでしょうか。 

 

●中村交通政策課長 

宇治山田駅を特化しておりましたが、特に宇治山田駅がひどいということでさせていただきまし

た。 

条例については、当然ながら駅周辺を全般的になるというふうになっておりますが、特に宇治山

田駅については、容量が足らないということもありまして、容量の確保、具体的にいいますと土地

の確保が将来的には必要であると、このように考えております。ですので、今のままでどれだけ整

備しても、あふれ出すと、こういうようなことでありまして、本日も一応移動するような作業もし

ております。 

 

○辻委員 

 要するにポイントは条例が、まず必要だろうというふうに思っております。期待しておりますの

でよろしくお願いします。 

 

◎中村委員長 

 品川委員。 

 

○品川委員 

私はコミュバスのところで毎年聞かせていただいておりますが、いつも乗った乗ったというデー

タはくれるのですが、目標が全く見えないという事業だと思います。 

それを毎回、目標というのも出していただきたいということを言っておるんですけど、出してい

ただけないんで、あえて今回聞かせていただこうかなと思っていますけど、例えばですね、コミュ

ニティバスの利用者の人数についてですね、大体よそのところを聞くと、人口の２倍当たり乗った

ら成功やないかとか、人口でまあまあとかいうふうな話が出ておりますけど、伊勢市は人口が今13

万5,000ですか、13万人近いと思うんですけど、何人乗ったら、この事業は成立すると思われてい

ますか。 
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●中村交通政策課長 

以前にも申し上げましたが、人数的な目標は、実は13万人だとかいう目標は持っておりません。

昨年度は７万5,000人ということで若干減りました。 

しかしながら、あえて人数を目標にするのであれば、前年度以上ということで利用促進を図って

いきたいと、このようには考えております。 

ただ、目標というのは人数だけではなく、経費の面もあわせて目標を持っていかなければならな

いと考えております。 

それで、中部運輸局管内のコミュバスの１人１回輸送コストというのが出ております。これによ

りますと、平均でいきますと、１人を運ぶのに803円というのが22年度では出ておりました。これ

が目標になるのかなと、目標というか、成果でございますが、結果としてでございますが、それを

目指して経費を含めた、利用をふやす、経費を減らすというところが我々の目指すべきところでは

なかろうかなと思っております。 

 

○品川委員 

ただいま１回あたり輸送は803円と言われましたが、伊勢市は今いくらぐらいなんですかね。 

 

●中村交通政策課長 

各ルートであれですが、平均で1,022円、全ルートです。ちなみに22年度が1,199円でしたので、

1,022円と下がっております。 

それで、803円を達成しているルートは辻久留藤里ルートの683円、鹿海朝熊ルートの728円、

この２ルートが平均よりやや効果的だとこういう結果が出ております。 

 

○品川委員 

わかりました。えらい努力をされて減っておるということで理解はしますが、このコミュニティ

バスがどこまで必要かというところになってくると、いろんな考え方があると思います。こちらの

ほうの事業の総点検、これ老人乗合バスをやっていますけど、一体何人がというふうな話、これ述

べ人数ですよね。そうするとこちらのほうはだれがになっていますよね。ということは延べ人数だ

けでみておってもいかんわけですよね。その人が何回も乗ったから延べ人数があがったというので

はなくて、そこの地域の何人の方が利用したかというのは、なかなかコミュニティバスでは統計を

とりにくいと思います。老人乗合バスの場合は券の出元がわかっておればとれると思うのですが、

そこら辺も含めてやっていかんと、お宅らこうやっていって、何人乗ったでというふうなことをや

りますよね。そうすると少なかったら、路線を変えやないかん、バスも変えやないかんというよう

な話をずっと延々とするわけですよね。ですからやっぱりそういうところもきっちりとデータをと

って、ある程度目標値にして出してやらんと、そらもう、１人の人が毎日乗ったから360回乗って

おるんやというふうな話にはならんと思うんですね。 
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ですから先ほど言われたようなタクシーの話とか、そんなことが後付で出てくるわけじゃないで

すか。そうでしょ。そうですよね。だから 初のときに、これをつくったときに、こういうときや

ったらどうするのということは、 初の目標のときに出してくださいよといって、この事業のとき

に言ったんですけれどもね。やっぱり、毎月毎月こんだけ乗りました、こんだけ乗りましたと、そ

れで乗ってないなと言ったら、いや、ここは乗ってないんで次は変えようと思っていますんや。そ

んなことを延々とやっていても意味がない。特にこんなところに出ておるように、公平さ、市民に

対する公平性はどうなるんやと。前のときも言わせてもらいましたけれども、今一色のおばあちゃ

んが汐合まで歩いていけるんかとなると、それはそこまで通さないかんのが公平性になってくるん

ですわ。だからそういうところのルートも、先ほど野口委員も言われたけれども、そういう公平性

もみて、周知をして乗ってもらえるように努力をしていただきたい。そこら辺の答弁だけいただい

て終わります。 

 

●中村交通政策課長 

委員御指摘のように、公平性から見たら、すべてを網羅するようなルートが必要だと、こういう

ことになるわけでございますが、やはり、路線バスとの兼ね合い、あるいは経費等の兼ね合いとい

うこともありまして、現ルートを基本に、今後さらに公平になるよう努力してまいりたいと考えて

おります。 

 

◎中村委員長 

 ありますか。福井委員。 

 

○福井委員 

この交通対策費の中の伊勢地域観光交通対策推進事業、これについてお伺いします。 

これは内宮駐車場等の場合をみれば、来訪者交通の円滑な移動を図るため、看板を設置したり、

警備員による車両誘導というようなことで、要するにスムーズに駐車場に導入するようなことも含

んでいると思いますが、この中で、駐車場の満車空車を観光客、車で走ってきた観光客にわからせ

るために、満空情報というのは現地の駐車場入り口にあると思いますが、それ以外での表示ですね、

今どのようにされておりますでしょうか。それ以外のことがあったらお聞かせください。 

◎中村委員長 

 これは交通安全対策費の中の議論にならんよね。 

 だからこれはね、ここでやらずに特別会計、観光交通対策事業の中でお願いしたいと思います。 

それでは目25を終わります。 

ここで10分間休憩をいたします。 

 

（午後 ２時 ６分 休憩） 

（午後 ２時１６分 再開） 
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◎中村委員長 

それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

決算審査を続けます。 

委員の皆さんにお願いを申し上げたいと思います。 

非常に細かいところまで決算審査を願っておるわけでありますが、事前に数字等につきましては、

事前に確認をいただいて、こういう決算審査に臨まれるように、冒頭お願いをさせていただきたい

というぐあいに思います。 

当局の皆さんもよろしくお願いしたいと思います。 

続きまして目26諸費の審査をお願いします。 

御発言がありましたら。 

 

（目26諸費） 発言なし 

 

（目27エネルギー対策費） 発言なし 

 

《項２徴税費》 項一括 発言なし 

 

《項３戸籍住民基本台帳費》 発言なし 

 

《項４選挙費》 項一括 

 

○野崎委員 

この選挙費のところで質問をさせていただきます。 

平成23年度は知事選挙がありまして、全県下一斉の選挙があったわけですが、少しちょっとその

投票率なんかを振り返ってみたいかなと思いますが、この選挙、伊勢市においては県議会議員選挙

が定数と当選者数が同じということで県議会選挙は行われなかったわけですが、そういったイレギ

ュラーを少しあったとはいうものの、全県下の投票率がここにあるんですが、伊勢市は 48.75％、

三重県市町の中で名張市の42％についで低い数字となっております。 

ここ近年、合併してから、市長選挙も、合併のときの市長選挙よりも、前回鈴木市長が当選され

たときの市長選挙のほうが投票率７％低いということで、参議院選挙も下がっております。ちょっ

とずっと下がっとるかなと思うんですけれども、このあたり、この投票率について、もし選挙管理

委員会のほうでお考えがあれば、お聞かせをいただけますでしょうか。 

 

●竜田選挙管理委員会事務局長 

それでは委員の御質問にお答えさせていただきます。 
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投票率の低下ということでお答えをさせていただきたいと思います。 

委員仰せのとおり、全国的にやはり投票率が年々下がってきております。特に若者といいますか、

若年層の投票率が低いということで、うちの方も分析をしております。 

前回の三重県知事選挙、これは先ほど御紹介のありましたように県議会選挙が無投票というころ

で48.75、21年の衆議院は72.95と選挙によって大きくばらつきがあります。 

若年層について分析といいますか、うちの資料によりますと、20代が、知事選挙でございますけ

れども、20代の投票率が27.6％、これ60歳代の投票率が61.3％と、かなり年齢層によってばらつ

きがあります。 

これは今申し上げましたように知事選挙ということで、その前の参議院選挙、これもみてみます

と、20代が35％少し、60代の方が75％、やはり60代の方の投票率が高くて、若年層というのです

か、若者の投票率が低いと、これは全国的に見ましてもそのような傾向がでております。 

 

○野崎委員 

投票率が全体的に低くて、特に前回、伊勢が余りにも悪かったと僕は思っていますので、50％を

切るというのは、いくら県議会選挙がなかったとはいえ、なかなか由々しき事態ではないかなと思

っております。 

若者の投票率が低いということで責任の一端を感じなくもないのですが、ちょっとそれでも、こ

の決算が終わったあとに、もちろん選挙のスケジュールとしては、１年ちょっとしたら、我々の市

議会議員選挙、市長選挙、衆議院選挙、参議院選挙とこの１年間で４つ伊勢市は選挙を迎えるわけ

で、ちょっとこのままの状態ではよろしくないのではないかなと思っております。 

啓発の方法なんかで、伊勢市では例えば投票率の目標的数値であるとか、啓発の方法で独自で何

かされていることとかありましたら教えていただけますでしょうか。 

 

●竜田選挙管理委員会事務局長 

伊勢市独自の取り組みというか、県とタイアップして若者投票率アップということで目指してい

る事業があります。 

昨年も実施しましたが、若者の投票率、次時選挙人の中学生の投票率アップということで、中学

生の模擬投票ということで、去年は倉田山中学校で選挙の模擬投票をさせていただきました。 

投票率アップの啓発ということでお答えさせていただきたいと思いますけれども、当然選挙期間

中、期日前投票期間中に各ショッピングセンターなどで啓発を実施しております。 

それとこれも啓発の一環だと思うんですけれども、選挙のお知らせ、これは投票日の３日前に届

くということで法律上なっておりますので、これも全戸配布をしております。 

それともう一つは、投票所入場券の配布、これも選挙の啓発につながると思いますので、この３

点をやっております。 
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○野崎委員 

確か他にも伊勢市の防災メールから確かメール配信で今日は選挙の投票日ですというのがあった

かなと思うんですけれども、例えば何かしら、よりいろんな形で、もちろんアイティービーと広報

されておるのはわかるんですけれども、しっかりとした数値目標を持って、ちょっとこの投票率が

50％を切るっていうのは、選挙としての正当性が既に問われるような事態だと僕は思っております

ので、ちょっとその辺は、しっかりと目標を持って取り組んでいただきたいなと思っております。 

 

《項５統計調査費》 発言なし 

 

《項６監査委員費》 発言なし 

 

◎中村委員長 

 参与入れ替えのため暫時休憩いたします。 

 

（午後 ２時２５分 休憩） 

（午後 ２時２７分 再開） 

 

◎中村委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

決算審査を続けます。 

 

【款３民生費】《項１社会福祉費》（目１社会福祉総務費） 

 

○野口委員 

２番目の福祉ボランティア育成事業についてですが、これにつきましては決算額が当初予算より

減額されておりますが、その内容について教えてください。 

 

●杉坂生活支援課長 

御質問の福祉ボランティア育成事業につきまして御説明を申し上げます。 

決算につきましては、社会福祉協議会のほうでボランティアの育成を担当していただいておりま

して、私のほうで負担金として出させていただいております。 

社会福祉協議会のほうでボランティアの育成、養成講座、福祉の体験等々の事業をしていただい

ておりまして、決算額の相違でございますけれども、人件費におきまして、人事異動に伴います人

件費の減が約180万、それから講師に係る経費の減、事業費の中で20万円ぐらい減となっておりま

す。 

それから、助成金につきまして、ボランティア団体助成金の減、それから共済金、人事異動に伴
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います職員の共済掛金の減を合わせまして、137万 9,220 円の減というところで、決算額の838 万

1,220円ということになっております。 

 

○野口委員 

それではボランティア団体や学校への助成について、上限を定めて助成をしておりますが、今後

福祉ボランティアの育成には、児童生徒やかかわる人たちを育成していかなければならないと思い

ますが、市の考え方を教えてください。 

 

●杉坂生活支援課長 

 福祉ボランティアの活動におきまして、小中学校、高校生のそれぞれ学校で福祉の活動をしてい

ただいているときに、助成金としまして３万円を助成させていただいております。児童のほう、学

生、福祉の体験学習や、環境学習、それから福祉の施設の訪問等、いろいろと積極的に地域とのか

かわりも参加していただいております。このように福祉に関わるボランティアの活動につきまして、

小さなときから、学校・学生のときから地域において参加・体験してもらうことや今後の福祉の担

い手となる方たちの育成は大変重要であるかと考えております。 

福祉協力校の助成につきましても、学校外や地域活動などにつきまして、社会福祉協議会と協議

させていただきまして、今後調整していきたいと考えております。 

またボランティア団体の育成につきましては、対象となる事業の50％から80％に、この24年の

４月から補助率を上げさせていただいて、上限は10万円という頭打ちでさせていただいております

ので、ことしはそのようにボランティア団体の方には助成を上げさせていただいたというような状

況でございます。 

 

◎中村委員長 

 他にありましたら･･･小山委員。 

 

○小山委員 

民生委員・児童委員のあり方検討委員会運営経費のところでちょっとお聞きをしたいのですが、

この委員会では、どういった内容のことが話し合われているのかちょっと御紹介ください。 

 

●杉坂生活支援課長 

平成22年度末に民生委員さんの欠員がかなりございまして、その中で、業務のあり方とか、それ

から地区での欠員の状況等ございまして、あり方検討委員会を設置させていただきました。 

その中で７回ほどいろいろと議論をいただきまして、欠員の補充というところで、ポイント的に

検討委員会の中で協議をしていただいたというところでございます。 
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○小山委員 

今現在、この民生委員さんに何か必要以上に負担が重くのしかかっているように思うんですよね。

例えば奨学金の申請にしたって、就学援助費にしたって、民生委員さんの意見書を書く欄があると

か、民生委員がそこまでやらなければいけないのかなというふうな思いもあるんですけども、何か

ちょっと、民生委員さんの仕事を整理していただきたいと思うんですけど、どの程度進んでいるで

しょうか。 

 

●杉坂生活支援課長 

あり方検討委員会の提言を、市が３月にいただきまして、市長のほうに。その中で９項目それぞ

れ提言をいただきました。 

今議員さん御指摘の庁内でできることは各課が民生委員さんに依頼とか講演会の参加とか、いろ

いろと要請をしておるところで、それぞれこの春になって各課へ照会をさせていただきまして、削

減できるところは民生委員さんの業務の負担をなるべく少なくするようにさせていただいておるよ

うな状況でございます。 

 

○小山委員 

民生委員さんは活動費という名目で若干の経費が出ていますが、報酬は全くの無報酬、ボランテ

ィアでやっていただいております。その割にいろんなことをしているんですが、形式上、民生委員

さんの意見書を書く欄があるだけで、全くそれが無視されているような実態がございますので、必

要以上の仕事を、あんまり負担をかけないように、その方向でよろしくお願いを申し上げます。 

 

◎中村委員長 

 他にございませんか。 

 品川委員。 

 

○品川委員 

私もこの民生委員さんのことをちょっとお聞かせ願いたいと思いますが、私も民生委員協議会に

入っておりますので、１番そこら辺のことはわかっておるんですが、特に今度改選が25年にありま

す。22年度に改選されました。まだ欠員があるということなんですけど、前の改選からもう１年９

カ月ぐらいたちました。このまま置いておくと、なしでもええというふうなことになりかねんなと

思っておるんですけど、そこら辺はいかがでしょうか。 

 

●杉坂生活支援課長 

先ほど委員さんから御指摘がございまして、欠員が、今現在９名ございます。その中で提言にも

ございまして、それぞれの学校単位の組織を、例えば自治会の役員さん、老人クラブさん、民生児

童委員さん、婦人会さん、商工会とか、ＰＴＡの各団体の方と組織させていただきまして、それか
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らその地区に欠員が生じているところをいろいろと話をしていただきまして人選をしていこうと今

後考えております。 

 去年におきまして、12 名の民生委員さんが 23 年度で入れ替わりをさせていただきまして、それ

ぞれ欠員を生じたところにつきましては、自治会さんなり、民生児童委員の地区の会長さんなりに

お話をいただきまして、私のほうで、その候補者の方に、お話、相談をさせていただきましてとい

うところでございますけれども、また家族の事情とか本人の体調とかというところもございますの

で、いろいろと人選をしていただく中で、断られるところも多々ございますけれども、これから力

強く努力をさせていただきたいと考えております。 

 

○品川委員 

もう今の現在の状態では、各自治会から推薦するというようなことは、できるところもあります

よ、できるところがあるか今欠員が９人ぐらいになっておるんやと思いますけれども、できないと

ころがふえてくると思うんですね。ですからやっぱりこれは小学校区単位で考えていかないと、や

っぱり小さな自治会においては、なかなか人選も難しいし、中には民生委員さんということに対し

て理解をされない自治会もあるというふうに聞いておりますんでね、やっぱりそんなことも含めま

すと、やっぱり小学校の区の単位で考えていっていたほうがいいと思うんですけど、いかがでしょ

うか。 

 

●杉坂生活支援課長 

提言にもございまして、品川委員さんは小学校区単位というところで、私どもも小学校単位の自

治会さん、婦人会さん、老人会さんのそれぞれの代表さんが参加していただくような組織を作らせ

ていただきまして、欠員のところは、お話にお邪魔させていただいて、欠員補充に努力させていた

だきたいと考えます。 

 

○品川委員 

 わかりました。がんばってください。 

この間、民生委員協議会が開かれたときに、副市長さんがあいさつをされまして、力強く行政か

ら頼む仕事をできるだけ減らすというようなことを言っていただいて、非常にありがたい思いをし

ました。 

しかし、この間の一般質問で、災害時における避難困難者の話が出ると、すぐに一言目に出てく

るのが民生委員さんですね。やっぱりそういう仕事を減らすといいながら何かあると頼りは民生委

員さんみたいなことになってくると、聞いておられる民生委員さんも、えっ、私らかいなというふ

うな話になります 

先ほどから、小山委員も言われておりましたように、一体どの仕事を減らしてくれるのかという

ところがね、明確に欲しいと思うんですよね。 

例えば重荷になっておるとすれば、教育委員会でいうと要保護の認定とか、そういうところなん
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かは、実際これは民生委員がやらないかん仕事なんかと。今まではやっておったけど、探偵まがい

の、ここのところはだれが住んでおるんかなみたいな話まで私らがするんかなというのが正直な話

だと思うのですが、そこら辺も含めて、できるだけ仕事を減らしてほしいんで一体どういう仕事を

減らしていただけるのかだけお聞きをして終わっておきます。 

 

●杉坂生活支援課長 

提言にも１項目いただいておりまして、今の品川委員さん御指摘の調査・証明業務の見直しとい

うところで、私ども生活支援課のほうでそれぞれ各課に照会をさせていただきまして、各種委員会

や審議会等の委員への就任依頼や、委員推薦の依頼という項目で、例えば、伊勢市障害者計画策定

懇話会委員というところで、見直しは不可能ではないけれども、身近な援助者であるため、民生委

員さんには計画素案策定にはかかわることが大変重要であるけれども、そこのところは今後検討し

ていくというような意味合いがございます。 

それから、社会福祉協議会におきましても、伊勢市社会福祉協議会の理事会の理事さんをしてい

ただいておりますが、定数の変更、定数を３名から１名に変更させていただいたり、伊勢市ボラン

ティアセンターの運営委員会のところも定数を削減していただいております。 

それから２項目としまして民生委員さんに出席依頼や開催案内等をいろいろ各課が紹介しており

まして、例えば障害福祉課の地域自立支援協議会というところで、協議会の委員として、民生委員

さんに委嘱をさせていただいておりますが、ここも必要に応じて参加をしていただくことを検討す

るとか、社会を明るくする運動市民の集いというところで、民生委員さんに参加をお願いしておる

ところでございますけども、要請を今後案内のみにさせていただくとか、市民交流課のふるさと未

来づくりの講演会、ここも御案内だけにさせていただくとかというような形で、動員みたいな形で

はなしに、案内をさせていただきますけれども自主参加というような意味合いで削減をさせていた

だいております。 

それから民生委員さんに依頼している業務というところで、私どもの管轄でございますが、生活

保護費の決定通知書の配布を業務としてお願いしていますけれども、ここの部分につきましては郵

送でさせていただくという方法もあるんかなというところもございます。 

それから交通政策課の協議会の委員及び幹事というところで 24 年度より廃止というところがご

ざいます。 

あと、先ほどおっしゃられました就学援助の認定に伴う調査所見記入業務につきましては、見直

しを教育委員会のほうに要請させていただいております。 

 

◎中村委員長 

 いいですか。それでは、辻委員。 

 

○辻委員 

私のほうからは福祉ボランティアの育成事業についてちょっとお聞きしたいと思います。 
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成果表の21ページに、いろいろとあがっておるんですが、ボランティアコーディネーター１名と

か、ボランティア団体への活動助成という形でいろいろあがっております。 

まずこのボランティアコーディネーターというのはどういったものなのかちょっと教えてもらい

たいと思います。 

 

●杉坂生活支援課長 

伊勢市社会福祉協議会の職員が、それぞれボランティアに参加していただく方の指導や助言をさ

せていただくような仕事をしていただいておるというように認識しております。 

 

○辻委員 

これ社協のほうにお願いをしてということですけれども、ボランティアのコーディネーターとい

う形ですので、もしあの、今回昨年の話ですので、東日本大震災関係でボランティアの方を派遣さ

れたというふうには思っております。いろんな部分で、市当局がやったかというのは別にしても、

行政マンも行かれてですね、いわゆるコーディネーター的なことを考えると、伊勢市においても派

遣する側、また受け入れる側という立場になったときにも含めて、このボランティアコーディネー

ター、災害ボランティアコーディネーターというものが必要になろうかというふうに思っておりま

す。 

災害ボランティアコーディネーターという資格、資格というか、そういったものを資格として認

めていくのかどうかっていうのをちょっとお聞きしたいのですが。 

 

●奥野環境生活部参事 

災害時におきましてボランティアさんの方がたくさん来ていただきます。そのときにやはりコー

ディネートしていただく方というのは、非常に重要なものだと考えております。今伊勢市で災害ボ

ランティアコーディネーターという役職についている職員というのは、資格というか、そういうの

をもっているのはいないと認識をしておりますが、今後いつ起こるかわからない災害に対してはそ

ういうようなコーディネーターの必要性というのは重々承知しておりますので、コーディネーター

の資格というか、そういうのを勉強するための研修なり、そういうのに行かせていただくような検

討させていただきたいと思います。 

 

○辻委員 

しっかりと前向きな形でお願いしたいと思います。これ資格というか、東京都なんかでは、資格

的にＳ級、Ａ級、Ｂ級というような形で資格のランクわけをしてつくっておられます。そういった

ことを考えますと、経験則というのは、やっぱり必要になるかと思っていますので、その辺のこと

も含めて考えていかないかんと思いますので、それ県がやるのか、市がやるのかちょっと難しいか

わかりませんが、ある程度人数を、本当に地域の方々も含めてですが、そのボランティアコーディ

ネーターという形の、資格というか講座を設けてやっていく方針はあるのかないのかだけお聞きし
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たいと思います。 

 

●奥野環境生活部参事 

今県では防災のボランティアコーディネーターの講座等を２カ所でしていただいているとは聞い

ております。そちらにいっていただくのも一つですし、また市のほうでということも検討をさせて

もらわないかんかと考えておりますので、検討をさせていただくということでよろしくお願いしま

す。 

 

○辻委員 

防災コーディネーターと災害ボランティアコーディネーターを一緒にされるとちょっと問題があ

るかというふうに思っていますので、それは区別していただきたいと思います。 

伊勢の場合は、みえ防災ボランティアコーディネーターという形のセンターをつくっておられる

のが中心に、伊勢の方がされておられるというふうに聞いております。そこのところを考えると伊

勢の方が中心になられておられるのであれば、特にこういったことへの取り組みを急がれるべきじ

ゃないかなというふうに思っておりますので、その点だけちょっと御答弁いただいて終わりたいと

思います。 

 

●奥野環境生活部参事 

先ほどおっしゃっていただきましたみえ災害ボランティア支援センターのセンター長さん、伊勢

市の方でございます。この方と連絡等をとりながら今後対応をさせていただきたいと考えておりま

す。 

 

（目２障害者福祉費） 

 

○辻委員 

ちょっとここでは数点聞かせていただきたいので、よろしくお願いいたします。 

まず障害者地域生活支援事業の中で、先ほど若干あったんですが、障害者の方々のために、いろ

いろとボランティアの方がいろいろと行かれております。 

先日も体育祭等がございましたけれども、年々参加されている人たちが少なくなっているんじゃ

ないかなというふうに思うんですが、その点はどういった理由で減っていっているのかというのを

わかっている範囲内で教えてください。 

 

●北岡障がい福祉課長 

障がい者体育祭の参加者が年々減少しているというお尋ねでございますね。 

障がい者団体連合会の会員の方が、それぞれ高齢化をされているということが１番の原因だと思

っております。 
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○辻委員 

わかりました。当然そういった形の方もあろうかと思います。 

あと２、３年前からちょっと調べさせてもらいますと、団体が減っているという感じもいたしま

す。11 あったところが 10 になっているとかですね、そういった形の部分があろうかと思うんです

が、障害者団体に対しての支援の仕方というのは、いろいろとあろうかと思うんですが、金銭的な

部分もあろうかと思いますが、人的な支援というふうなことは、今まで検討されてきたことがある

んでしょうか。 

 

●北岡障がい福祉課長 

人的な検討につきましては、特に大きなことではさせていただいておりませんけれども、例えば

障がい者団体が、社会見学を実施させていただく際には、負担金を出させていただいたり、職員が

随行をさせていただいて協力をさせていただいております。 

 

○辻委員 

それは、言われてというのはあるんですが、ただ問題なのはその申請業務とか、まあ申請主義で

すので申請をしないと何も出てこない。だけどそういった障がいをお持ちの方からみたときに申請

の作業が大変になるんだというふうに私は思うんです。 

そこのところを考えると、そういったところの、例えば事務局体制的なところは、本当は健常者

の方も含めてですが、これできる方を配置するような形というのはできないんでしょうか。 

 

●北岡障がい福祉課長 

すみません、作業が大変ということでございますけれども、例えばある団体のところでは、総会

がございますと、その場に出向きまして、タクシー券をお渡しさせていただいたりとか、その申請

書を受けとらせていただくというような支援をさせていただいております。 

 

○辻委員 

そういったところもあるかと思います。その辺いろんな、事務局的な部分を、一般市民の、ボラ

ンティアの方でも結構だと思うんですが、そういった形で入れるような形も検討していただくよう

なこともお願いというか、検討をされるといいなというふうに私は思っておりますので。 

それと次ですが、障害者外出支援事業ですが、先ほどもありましたがタクシーとか、リフト付き

タクシーの部分でありますけれども、この助成に関しましては、いろいろとされております。タク

シーに関しては 600 円券が 36 枚、それからリフト付きタクシーに関しましては、1,000 円券を 72

枚つづりのものを発行されておられます。これは長寿課の関係もありますけれども、そういった形

でされておられます。以前からタクシー券36枚がいいのかどうかという話もさせていただきました。

ここのところを１人当たりで計算をしていくと、額的には、皆さんが全部使っておられるというふ
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うにはないと思っております。そう考えると使いやすさという部分と、使わなければならない方の

ことを考えると外出支援ですので支援できる範疇でということになると、例えばタクシー券であれ

ば、36枚にせずに24枚を２回までは発行できますよとかですね、そういった形の手続というのは、

考え方というのはできないのか。例えばリフト付きタクシーにしても1,000円券72枚となっていま

すが、それも分割して２冊まではできるというふうな考え方というのは、こう、前向きな形で考え

ておられたことはあったのでしょうか。 

 

●北岡障がい福祉課長 

 タクシーの助成についてでございます。 

以前委員から御指摘もいただきまして、24年度からでございますが、１回の乗車につき３枚まで

使用できるように取り扱いを変更させていただきました。例えば助成券を２枚使用する場合は乗車

料金が 1,200 円以上ですとか、３枚使用する場合は、1,800 円以上の場合に限るということにさせ

ていただいておりますが、３枚まで御利用いただけるような形にさせていただいております。 

ですので、使用率も昨年度と比較しますと４月から６月ですけれども、約４割ほど増加しており

ます。 

 

○辻委員 

 私が聞いたのはそれもあるのですが、考え方として使い勝手といいますか、もっともっと使える

形も含めて、やってはいかがかなというふうなことと、当然使われない方もみえますので、全部が

全部使わない方もおりますので、そこのところを相殺していくという考え方をすると、もう少し使

いたいという方もみえると思いますので、その辺のところで、例えば枚数を減らしてでも２冊まで

は更新できますよ、年度内であればできますよとかいう形のものを検討されたかどうかというのを

お聞きしたかったのですが、その辺の検討をされなかったということでしょうか。 

 

●北岡障がい福祉課長 

 そのような検討はさせてはいただいておりません。上限額をふやすということはちょっと難しい

ことかと考えております。 

 

○辻委員 

 わかりました。そういった形で検討をしてもらう形でお願いしたいと私は思っております。 

 続きまして、障がい者にやさしいまちづくり事業の部分でありますけれども、この中で概要書を

見せてもらいますと、オストメイト対応トイレの設備とピクトサイン設置事業等を紹介されており

ます。 

伊勢市としてオストメイトのトイレ設置に関して、先日もいろんな施設の形で、観光案内所等の

ところも含めてやられておられると思うんですが、オストメイト対応という部分ではなかったよう

な感じもするんですが、今後伊勢市がやっていく上で、オストメイト対応トイレの表示と、それか
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ら、観光客もたくさんみえるというふうにも思いますので、オストメイトがあるかないかわからな

い状態ではいけませんので、その辺のところのサインプラスそれから観光案内的なところでの紹介

を載せることはできないのかということをお聞きしたいのですが。 

 

●北岡障がい福祉課長 

オストメイトのサイン、ピクトサインの表示がないのでわかりづらいというお尋ねでございます。 

平成 22 年度に外出支援アドバイザーの業務委託で公共施設の方のピクトサイン等の調査もさせ

ていただきまして、そういう表示がないというふうな御指摘をいただいたものも含めまして、23年

度に表示をさせていただいたところでございます。 

観光案内所の、案内的な紹介ということでございますが、こちらにつきましても、今年度、以前

の調査から更新はされているかと思いますので、そういう公共的な施設でありますとか、商業施設

などがオストメイトの方が利用できる多目的トイレ、オストメイトのトイレが必要かと思われます

ので、そういうバリアフリーマップ的なもので、調査して形になるような形で検討をさせていただ

いております。 

 

○辻委員 

 前も車いす対応のトイレがあればその辺の観光案内的なマップも必要だろうということを前に提

案をさせてもらったことがありましたけれども、そういった形でされるのであればよろしくお願い

したいと思います。 

 オストメイトと思いやり駐車場、これも23年度の当初予算のときに私も質問をさせてもらってお

るのですが、これは両方とも含めて、民間企業、要するにスーパーとか、デパート、大きな商店な

どの大規模商店の場合でしたら、そういったものを推進されておるのかどうかというのをチェック

してもらうというふうな話をさせていただきました。その辺のところはどのように進捗をされてい

るのかちょっとお聞きしたいと思います。 

 

●北岡障がい福祉課長 

 この10月１日から三重県で思いやり駐車制度が実施されます。事前に伊勢市としましても窓口の

受付をさせていただきまして、対応をさせていただいているところですけれども、この10月１日か

ら施行をされる思いやり駐車場は、新しいルールとマークが必要になりますので、以前、例えばベ

ビーカーで使用できる方というのがありましたが、その使用が外れているというか、対象が社少し

変わっている部分がございます。 

 商業施設等での利用についてでございますが、昨年の23年度に実施をしましたが、推進アドバイ

ザーの調査でも、やはり大型店舗等でのマナー不足による一般の方の利用というのがやはり大変多

いということで一番近いところで出入りができるところに設置をされているのですが、そういうマ

ナー違反の方が多々みられたというような報告をいただいております。 

 ただ、ただこのマナーにつきましても、それを強制するものというのはございませんので、今回
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10月１日から施行されました思いやり駐車場につきましても、やはり強制力というのはございませ

んので、ただ、店舗の方も見回りするとか、そういうものではございませんが、気付いた際には、

車のワイパーにそういう、ここは思いやり駐車区画ですというようなチラシを挟んでいただくとい

うふうな形で対応されるとお聞きしております。 

 

○辻委員 

 そういった市民のマナーのほうが問題だというふうな話だったと思います。マナーが問題である

のであれば市民に対して、こういった駐車場があるとか、こういうオストメイトがあるんだという

ものを周知する必要があろうかというふうに思っております。その辺のところの取り組みというの

はされたのでしょうか。 

 

●北岡障がい福祉課長 

思いやり駐車区画のマナーの啓発につきましては、伊勢市のほうでは、現在行っておりません。

県の制度でございますので、また機会をとらえまして、伊勢市としましても障がい者週間で啓発等

を行っていくように考えていければいいかと思っております。 

 

○辻委員 

少し残念な答弁を聞かせてもらった気がします。今後しっかりと取り組みをお願いしたいと思い

ます。 

 

●鈴木市長 

 すいません、ちょっと補足ですが、一般質問の答弁でお答えさせていただいた分があったと思い

ますが、思いやり駐車場のことについては、次の広報でまたお知らせもさせていただきたいという

ふうに予定をしておりますので、そういった場面を捕まえて、市民の方の利用の啓発にも努めてい

きたいというふうに思っております。 

 また障がい者に対する施策を今いろいろと進めておりますけれども、子供たちの学校教育の現場

でもどういうふうに対応していくべきかということで実地体験をもって進めておりますので、そう

いったことからも思いやりのあるまちづくりに取り組んでいけばというふうに考えております。 

 

（目３医療支給費） 

 

○野口委員 

医療費支給事業の（１）の障害者医療費支給事業ですが、これについての概要を教えてください。 

 

◎中村委員長 

野口委員に申し上げます。事前に調査していただくところは調査をしていただいて、それに対し
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て、また質問をするというような形をぜひとっていただきたいと思います。ぜひそのようにお願い

いたします。御答弁をお願いします。 

 

●筒井医療保険課長 

野口委員の御質問にお答えいたします。障害者医療費支給事業につきましては、伊勢市に住所を

有します障がい者の方で、福祉医療費の助成の受給資格のある方に対して、その方が、病院等の医

療機関の窓口で支払われた自己負担金、負担額を後日市が助成をするものでございます。 

この成果説明書の26ページに件数等の成果は載ってございますけれども、障がい者につきまして

は、23年度は５万607件、２億3,709万円の助成を行ったものでございます。 

 

○野口委員 

窓口で支払ったお金がまた後から返していただくということでしたら、例えば母子家庭の実情を

鑑みますと、どうせ返していただけるものでしたらはじめから窓口負担をしなくてもいいようにで

きないものかと思いますが、そのような考えはございませんでしょうか。 

 

●筒井医療保険課長 

窓口で一部負担金をいただかなくてもいいようにできないかということでございますけれども、

窓口負担の無料化ということにつきましては、三重県と県下の各市の担当課長で組織いたします福

祉医療費助成制度改革検討会というのがございまして、ここでの検討課題といたしております。 

しかしながらその検討会におきましては、このことよりも精神障害者の対象拡大を優先して検討し

ていく方針とされております。 

しかしながら７月末に行われました知事と市長の対談の席上で鈴木英敬知事に対する伊勢市のお

願いということで提出されておりますけれども、その中で福祉医療費の窓口負担の無料化について、

より積極的な取り組みを求めておりますので、私ども事務方といたしましても、そのような検討会

で機会のあるごとに早期の検討を訴えかけてまいりたいと存じております。 

 

（目４遺家族等援護費） 発言なし 

 

（目５心身障害児通園施設費） 発言なし 

 

（午後 ３時 ５分 休憩） 

（午後 ３時１４分 再開） 

 

《項２老人福祉費》 項一括 

 

 

 69



○宿委員 

143ページの老人乗合バス運賃助成事業、2,080万というところで御質問申し上げたいと思います。 

これ私以前から、この課題についていろいろと議論をさせていただいております。こちらの外部

評価の結果書にも細かく載っておりますけれども、19年以来1,800万ぐらいでしたけれども、今は

2,481万2,000円ということになっています。 

年々、予算額はふえておるというのは、伊勢市も高齢化が進んでおるんかなというような単純な

解釈をするということはなかなか難しいかなと。 

この内容も示させてもらっていますけれども、この中で、やはり交付者が54％、交付をしてなお

かつ利用していただいた利用率が51.7ということです。これ掛け算をすると27、8％になるんかな

と思いますけれども、この27、8％で、この老人乗合バス運賃助成事業の目的である75歳以上の方

が外出を容易にして、社会参加の促進、また、心身の健康の保持促進というような面に非常に効果

があるのかどうかについて、この外部評価も含めて、若干担当課の御意見をお聞きしたいと思いま

す。 

 

●吉崎長寿課長 

議員御質問の効果があったのかという中で、私ども23年３月の時点で、新年度におけますバス券

を交付させていただくところでアンケートをとらせていただいた中では、通院とか、買い物等に利

用していただいておるという形の中では、やはり利用の効果があるものというような解釈をさせて

いただいております。 

 

○宿委員 

 いや、あの、私申し上げたように外部点検も見ていただいたと思うんですね。この外部点検表は

私が申し上げるような評価をまとめていますよね。皆さんが自己評価として、担当課としては、公

平性では年齢到達によって対象となるため公平である、まあ、もちろん公平ですよね、75歳以上の

方はだれでも申し込みができるわけですから。ただ、この中にも高齢者の外出支援ということにな

っていますけれども、問題としてはこの受給を受けても使えない場所にいるという方がたくさんい

る。それと本当に外出支援というのが、果たして所得というものがどうかということですよね。極

端なことをいうと高齢者でも所得のある方も大変みえます。その人たちは、実際にはあなたがいう

ようにこれを助成しなければ外へ出ていけないというようなことではないはずなんです。その辺り

がきちんと検証できたのかどうかということを私は申し上げておるわけなんです。 

 

●吉崎長寿課長 

委員仰せのバスの利用という形の中では、やはりバス停から離れておるとか、バスの時間帯があ

わないとかいうような形の中では、すべての方が同じような形での恩恵を受けておるという形とは

少し違うと思いますが、これはもう物理的に違うわけでございますので、やむを得ないことかと思

います。というような形で私どもは考えております。 
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また、所得制限におきましては、従来の考え方といたしましては、あくまでも支援をするという

目的の上で、すべての方に交付というようなことで進めさせていただいております。所得制限等の

方法も一つであろうかと思いますが、今後また検討させていただきたいと思います。 

 

○宿委員 

 それ自体も少し反論をしたいのですが、やはりその方がバス券を使ってどのルートからどのよう

な利用をされておるかということは前回にもそういう調査を一度してくださいと。その中で所得の

ことも含めて、非常に効果があるものだということであれば、それは継続していけばいいじゃない

ですか。でもそういう調査も全然なされていない。 

以前に、発行される交付券にナンバーを打ちましたかということを申し上げたらこれは打っていな

いということでした。今もそういう状況なのでしょうか。 

 

●吉崎長寿課長 

バス券のナンバーは交付される方の全員にナンバーを付けております。ただそれが何枚目に使っ

たというような形のものではございません。一連番号で番号は付けさせていただいております。 

それとどのようなルートを利用したのかというのは、三交の事業者の方に問い合わせをさせてい

ただく中では、路線的に乗車券とあわせてのチェックをかけたりとかいろんな形の面で、現状では

難しいというような御回答いただいております。 

 

○宿委員 

 そもそも外部評価の取り扱いをいかにするかということに実はかかってくるんかなと思うのです

ね。外部評価のほうでは非常に厳しい話です、多分これは。バスを利用されていない人というのは

どういう意見なのか、把握をしてくださいということも書いてあります。その前には先ほど言った

ような公平性が本当に保たれているのかと。年齢じゃないんですよ。交付をしてもらっても使うと

ころがなければ、それは公平ではないわけです。何かに代わるというなら別ですけれども。 

それとバス券の路線のルートをどのように把握していますかと。これはきちっと把握してくださ

いよということですから、限定した、市内の、本当にバスが便利よく、三重交通さんが巡回をして

おるところ、またコミュニティバス等が目の前できちんと拾えるような限定した人だけが使えると

いうことでは課題があるのではということを以前から申し上げておるのです。 

担当課が言うように、これが非常に必要だというのであれば、あればですよ、その人らの事情の

確認ができたらいいんじゃないですか。確認できて、その人たちにどういう話でもっていけるのか、

また、コミュニティバス、それこそ近くですから、その部分だけ走らせることも、そうかもわかり

ませんです。 

まあコミュニティバスは、もう先ほどの審査が終わりましたので、私は自分の話だけしますけれ

ども、あれも品川委員の言うようにあれ自体を運用していることについて非常に苦情をもらう方が

私らは多いです、多いです。 
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だからその辺りのことは、交通体系としてこんな問題も含めて、きちんとやらないと、外部評価

をこのようにしてもらいましたというだけで何も変えないというようなことになるということは、

僕はいかがかなと思うんですけれども、何のための外部評価なのかなと思いますよね。 

そのあたりで、これの考え方についてはどのように整理されていくのでしょうか。 

 

●吉崎長寿課長 

 委員仰せの外部評価に基づく今後の考え方としまして、今年度の予算でアンケートをとりたいと

考えております。以前のアンケートでは、交付を受けにきていただいた方に対してのアンケートを

とらせてもらったんですけれども、今後は、受けられていない方、75歳以上の方を対象に無作為で

抽出をした上でのアンケートを実施して、なぜ利用しなかったのですかというような、問いかけも

踏まえて行いたいと考えております。 

 

○宿委員 

こういう評価を毎年10項目受けるということですから、スピード感を持ってやらないと、本当に

今の財政が大変厳しい厳しいと言いながら、こういう評価とか調査が隅々までやられていないとい

うことについてはやっぱり我々審査する側としては、非常にはがゆい思いがしますよね。 

その一方で、やはりこの老人乗り合いバス運賃助成事業が本当に確かなものとして、伊勢市の75

歳以上の方に、本当にもう、自分たちの家から外出する機会になっておるということであれば、そ

の調査をきちっとしてくださいよ。 

これはやはり2,400万ということでだんだん毎年ふえてきて、19年から500万ぐらいふえておる

わけです。 

その一方で利用率を見てみると全体で 28％ぐらいの人しか使ってないということが明らかにな

るということは、75歳以上の方に他の助成事業として考えられるというようなことも考えられます

ので、このことについては、ちょっと、担当部長さんからも考え方を整理してお願いをしたいと思

います。 

 

●山本健康福祉部長 

ただいま宿委員よりお話がございました、私ども事業評価を受けました、その利用をされていな

い方へのアンケートというか意向調査を本来でしたらばもっと早く行いまして、それを次年度に生

かしていくというふうなことを取るべきだというふうに考えておりますので、今年度、早い時期に

皆さまの意向調査を行って、よりよい制度にもっていきたいというふうに考えておりますのでよろ

しくお願いします。 

 

 

《項３児童福祉費》（目１児童福祉総務費） 
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○工村委員 

目１ということでお伺いします。ページは147ページ、右の備考のところの 後のほうの６、こ

ども家庭相談センター関連について御質問いたします。 

新しくこの23年度からだと思いますが、1,300万の予算を計上されまして、こども家庭相談セン

ターという事業が開始されております。 

家庭児童相談状況を見させていただきますと約40件ございます。特に当局からお聞きしましたけ

れども、身体的な児童の虐待の相談が多いというふうにお聞きしております。防止活動もされてい

るということで、要保護児童対策地域協議会というところで未然防止、早期発見、それから適切な

保護等を円滑に行うための体制の充実に努めたとございますけれども、この相談内容と体制の充実

ということについて、どういうふうにされているかお聞きしたいと思います。 

 

●古布こども課長 

事務の概要書の332ページに養護相談ということで、虐待相談20件、その他の相談26件という

ことで記載をさせてもらっています。その中の虐待相談20件について、まず御説明をさせていただ

きたいと思います。 

状況としては実母からの虐待が過半数を占めております。そういうふうな中で一番多いのが身体

的虐待と心理的虐待、それが８件と９件のほぼ同数になっております。またネグレクトが３件、性

的虐待はなしというふうな状況になっております。 

また虐待防止に向けてどのような体制をとっているかということでございますけれども、伊勢市

でこども家庭支援ネットワークというふうなものを組織いたしております。この中には構成組織と

して、児童相談所であるとか、社会福祉協議会であるとか、民生児童委員さん、児童養護施設、保

育所、又は医師会とか保健所、教育関係、また警察、法務局、人権擁護委員さん、そういうふうな

方に委員さんになっていただいて、虐待防止に努めております。 

またさらに、月１回実務担当者会議を開催して、実際の虐待の様子の進行管理をしております。

また必要な場合につきましては個別のケース会議をしていると、そういうことで虐待防止に努めて

いるところでございます。 

 

○工村委員 

いろんな会議を持たれてやっていくということでございます。特に民生委員さんがまた負担がか

かっておりますけれども、民生委員さんなどに協力をいただいておるということでございますけれ

ども、実際、ここに御相談にみえる方というのは、実質つかみようがあるというか、実際相談に来

てくれますので、これに対する対策というのは非常に打ちやすいと思いますけど、家庭内暴力とい

いますと実際本当に家庭の中で行われておることといいますので、非常に発見しにくいということ

が考えられます。 

そこで、どういうふうに家庭内で行われて、子供がだれにも訴えられないというふうな状況が多

分にあると思いますんですけども、そういうふうな対策はどういうふうにとられておるんでしょう
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か。 

 

●古布こども課長 

まず小さなお子さんにつきましては、健康課のほうで養育訪問事業とか、こんにちは赤ちゃん事

業とかそういうふうな家庭への訪問、そういうふうな中で保健師さんのほうから情報をいただいた

り、また、保育所、幼稚園、学校そういうふうなところに通ってみえるお子さんにつきましては、

そちらのほうからいろいろ情報をいただいております。 

またうちの相談員が各園、小中学校を回って情報共有をしているところでございます。 

 

○工村委員 

本当に家庭内で起こったことで非常にわかりにくいと思いますんですけど、これ自治会なんかと

もこういうふうな連携を持つというふうな考え方はあるんでしょうか。 

 

●古布こども課長 

当然ですね、児童虐待そういうふうなものがあれば通報をしていただくというふうなことになっ

ております。 

自治会というよりも地域の住民の方が、近所のお子さんなり、そういうふうなことの中で、少し

でも気になることがあれば通報していただいて、現況確認をさせていただく、そういうふうなこと

が重要かと考えております。 

 

○工村委員 

実際、車の中へ子供をほっておいてパチンコに行っておったというようなことで 近ちょくちょ

く載っておりますけれども、早期発見ということで、これからがんばっていただきたいと思います

けど、教育・学校関係とはここでは関係ないので申しわけないのですが、学校でのこういうふうな

対策はどういうふうにされておるでしょうか。 

 

●古布こども課長 

先ほど申しました実務者会議の中にも教育委員会の担当の方にいただきまして、それぞれケース

を進行管理している中で、いろいろ情報共有をしていると、こども課としてはそういうふうなとこ

ろでございます。 

 

◎中村委員長 

 他にございませんか･･･長田委員。 

 

○長田委員 

放課後児童対策管理運営事業についてお聞きします。 
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整備方針によると、伊勢市内の24の小学校区に一つずつ整備していくという方針で進んでおると

思いますけれども、23年の決算を終えて現状をお聞かせください。 

 

●古布こども課長 

放課後児童クラブの状況でございますけれども、小学校区で申しますと、20小学校区で設置をほ

ぼしております。実際には18小学校区ですが、２カ所が隣のところがやっているということで、残

りが４カ所ということで考えております。 

小学校区で申しますと進修、豊浜東、北浜、東大淀のこちらは現在未設置というふうに把握をし

ております。 

 

○長田委員 

残る４つについても、今御努力をされて達成目標に近づいているということを聞かせてもらって

います。それで、そろそろ整備方針の飽和状態になってくるということで、次の段階の整備方針と

いいますか、それにかかってくると思うんです。これ今現在放課後児童クラブにつきましては、民

間に委託したり、あるいは旧町村については、既にある公立の施設を使ってやるということで一つ

は保護者負担について大きなばらつきが出ているという問題があろうかと思います。その辺のお考

えがありましたらお願いいたします。 

 

●古布こども課長 

公設のほうの部分の利用料金が民間というか、比べると安いというふうな部分もありまして、22

年度に公設のクラブの料金を改正するというふうなところで５千円にしたわけですけども、当初の

試算の中では７千円程度が必要かというふうな部分もあったんですけれども、緩和というふうな部

分がありまして5,000円というふうなところがありますけれども、この委託期間中に７千円なり、

そういうふうなことを考えていきたいというふうに現在考えております。 

 

○長田委員 

その差をなるべく是正する方向に考えていると、現在も５千円で民間の場合は１万円を超えると

ころもあろうかと思います。２倍以上の差があるということで、これについてもできましたら、そ

ういう保護者の格差がなくなるような方向で御検討いただいたらと思います。 

それから次に行かしてもらいます。 

先ほど工村委員が質問をしていただきまして、重複を避けるといたしまして、実は今月の９月６

日に警視庁が、上半期の虐待状況というのを発表されました。それによりますと大変ショッキング

な内容で、昨年の同時期と比べて62％増加した。件数によると248件だったというふうなデータも

出ていました。 

したがって虐待については、ふえる傾向にあるのか、もしくはいろんなキャンペーンをして市民

からの通報がふえたとか、いろんな要因があると思うんですけれども、その辺、警視庁の発表、そ
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の内容はご存じだと思います。 

それと、当市での相談業務とを比較して、そういう傾向があるのかどうか、それに対してどうい

うふうに分析をしているのか、お聞かせください。 

 

●古布こども課長 

当市の状況ですけれども、22 年度につきましては、虐待の件数が 35 件ということでございまし

た。これにつきましては22年の４月当初に鈴鹿市のほうで重篤な事例がございまして、虐待の通報

そういうふうなものが多くなった関係もあるんかなというふうに考えております。 

そういうふうなので件数としては20件ということで減っております。ただ、これは新規の部分と

いうことでございますので、実際の進行管理、センターの方で携わっておりますのが、３月末ぐら

いで120件前後だったと思うんですけども、今現在が156件ほどかかわっておりますので、全体と

してはふえる傾向にあるというふうに認識をしております。 

 

○長田委員 

わかりました。本当にこれは大変由々しきことということで、大変な時代になってきたなという

ことです。 

いろいろとそれなぜそういうふうにふえてきたかという部分については、先ほども少し触れまし

たけれども、いろいろなキャンペーンとか、いろんなことが功を奏して、いろんな事例が発見され

やすくなってきたというふうないい意味合いもあろうかと思います。 

しかし今の親の置かれている孤立化とか、経済的な状況とか、核家族によって子育ての不慣れさ

とかいろんなことが要因としてあげられると思いますけれども、特に今お答えいただきましたけれ

ども、今回家庭児童相談窓口というものをつくっていただきまして、伊勢も力強く推進するように

なったということで、今後、この虐待は少しでも減るような努力をしていただきたいということを

お願いして終わります。 

 

◎中村委員長 

目１･･･宿委員。 

 

○宿委員 

私もここで３点ぐらい質問をさせてください。 

１点目は今放課後児童クラブのことで御質問がありましたので、少し私の方からもお願いをした

いと思います。 

公設民営が５件、民間が16ということで運営をお願いしておるわけですけれども、やはり、先ほ

ど、保護者負担の話がありました。これについても、3,000 円が５千円になり、今７千円ぐらいが

どうやということで今検討しておるということを聞いたわけですけれども、そのことについてはい

つごろどのような形でお願いできるのか。是正が解決するのかということですよね。民間でいくと
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大体８千円から１万円ぐらいいただいておるということです。つまりそれぐらいいただかないと、

行政からの措置費といいますか、運営費用だけではなかなか賄いができないということが現実です。

その辺りのことも含めてお答えをいただければどうかなと思います。 

 

●古布こども課長 

 23年度から５千円ということもありまして、27年度までが委託期間ということもございますので、

その期間内の中で是正をしていきたい、そういうふうに考えております。 

 

○宿委員 

今言ったことはちょっと間違いだと思うんですね。公設民営のところへ委託をすることと、保護

者の負担をすることというのは、毎年、当然１年生から３年生の子供は大きくなるわけですから、

27年度までにということのぼやっとした話ではなくて、今日決めろという話ではないですが、今そ

ういうことで、そういう話が出たので、いい方向だと思いますけれども、やはりこれもスピード感

を持ってやらないと、一方では少子といいながら、そういったことの決定が遅れるということはい

かがかと思っておりますので、そのあたりは27年度がどうのという話やないし、委託の年数に合わ

せるのはいかがかなと思っていますから、意味が違うと思いますので少し整理をしていただきたい

と思います。 

それと、なぜ先ほど管理運営費のことに触れたかというと、やはり指定管理でいただいておると

ころの５園についての指定管理料、それと今ざっくりですけれども、民間の16円でやっておる運営

費の全体像ということは、先ほども申したように８千円から１万円をいただかんとなかなか人件費

もままならんという状況にあります。 

それは、学童を 20 人預かろうが、30 人預かろうがほとんど２名以上と言われますけれども、実

際には朝の７時から夜の７時までを交代勤務としても３名の人員の確保が必要になります。 

夏になれば学校が休みですから、フルに人件費というのがかかってきます。 

そういったことは、その人数だけで確認をするような話ではありません。ちょっと今回の決算の

歳出の関係で割り算をしてみると、やはり民間の１人当たりの子供は17万6,000円ぐらいの費用が

かかっておる。公設民営の方は20万5,000円かかっておると。これだけでも１人当たりの金額が変

わってきています。これをもってという話ではありません。それ以上にやはり民間の16円というの

は、地域に根差してすごく苦労しておるということを御理解いただきたいなと、こんなことを思う

のです。そのあたりのことを見ると、やはり、委託費が高いかどうかってというのは、僕派実施に

は中身をみてもわかりません。 

ただ１番大きなのが、やはり人件費です。委託費の中でもね。どれくらいの比率かの割り算もし

ておりませんけれども、でも実際に、民間の方の運用費というのは、人数によって違いますけれど

も実際２人がなかなか割り算をできるような状況ではありません。そのあたりのことはもう数字を

持ってみえる担当課がわかってみえると思いますから、このあたりのことは先ほどの保護者負担の

ことと同じく、やはり格差の是正というのをきちっとやっていただかなならんと思うんですけれど

 77



も、そのあたりはいかがでしょうか。 

 

●古布こども課長 

民間の児童クラブの皆さんには、本当にいろいろと一生懸命やっていただいているというふうに

理解をしております。 

一定のお子さんがいる中で、当然指導員も必要やというふうな中で、市としても指導員加算を22

年度、23年度のほうで値上げと、額を上げさせてもらったりもしたわけですけれども、また必要な

部分について十分に研究をしていきたい、そういうふうに考えております。 

 

○宿委員 

一時、県がこの補助金の削減というような話があってもびっくらこきましたよね。各施設はこれ

で予算を組み、もう行動しておるのに、市長もそのときに感情が出てされておりましたけれども、

当たり前のことやと思いますよね。本当に地域には、そういうことで、地域でがんばってみえる方

がたくさんおるということです。 

もう１点だけ、これ私ちょっと勝手に地図に転記をしたんですけれども、今小学校区で基本的には、

一つの学童クラブということです。これは特に、イメージはわいておると思いますけれども、市長、

副市長に見ていただきたいんですけれども（資料を示す）、これはちょっとある小学校としか言いま

せん。またお見せしますので。黄色いところが小学校です。小学校の学区としてこれだけあります。

ちょっとここら辺に神宮関係のがありますので広く感じますけれども、今学童さんがここにありま

す。 

もう本当に小学校区の境界としては、本当にこういう状況です。こういう状況でやはり小学校一

つということでやられるということは、なかなか難しいんではないかなと。今のところ、地域の関

係から聞くと、やっぱり小学校１校１学童クラブやということが、前に出て次の話がなかなか出て

こない。ただ、保護者からは、やはりこれ、こういったことで卒業入学のときのＰＴＡ等々の方ら

とお会いすると、やはりこれはちょっといかがですかということを言われます。本当にそうだと思

います。 

今、小学校区の通学区もどんどん変わってきていますよね。 

あちこち今までの決められた小学校区から別のところからも行けるようになってきました。そん

なことになると、やはりもう少し柔軟な対応も必要ではないかなと、こんなことを感じています。 

これについてどのように感じられるかちょっとお聞かせを願いたいと思います。 

 

●古布こども課長 

本来ですね、学校のすぐ近くというふうなのが望ましいというふうには考えております。 

ただ、今までの設置の経緯とか、そういうふうなこともあって、利用される子供の人数、そうい

うふうなことも考えながら、今後研究をしていかないかんとそういうふうに考えております。 

 

 78



●鈴木市長 

ただいま宿委員から御指摘をいただきました。住民の生活実態の関係と、小学校中学校の適正配

置の問題、そして防災の問題で、また住民の動向も随分と変化してこようかと思いますので、そう

いった住民の生活実態とともに柔軟に検討が必要になってこようかと考えております。 

 

○宿委員 

わかりました。それは十分その実態に合わせてお願いをしたいと思います。 

次に、ファミリーサポートセンターの事業でちょっと気になったところがありますので。 

事業自体は本当にファミリーサポートセンターに運営を委託して、一時預かりというんですか、

いろんな形の一時預かりをしていただいています。 

ここの表を見せていただいて、ちょっと計をうってもらっておるのが、いかがかなというような

感じがしましたので、依頼会員が24人、提供会員が125、両方会員というのがちょっと私は意味が

とれなかったのですが、11名、それで計があるんですが、376人というのは、会員数の計だという

ようなとり方で会員数が書かれておるんですけれども、このことよりも、依頼会員が何人おって、

これですと240人の依頼会員に対応して提供会員が125なので全然間に合わなかったと。提供会員

ですよね、提供会員というのが依頼会員、ちょっととり方がなかなかは難しかったんですが、この

値の説明をちょっとしていただくとありがたいかなと。 

それと計のうちかたというのは、やはりもう少し今の子供の生活実態ということもあるとするな

らば、もう少し細かく、皆さんのほうで確認をしていただくといいかなと思います。 

 

●古布こども課長 

いろいろ、例えば保育園の送り迎えをしてほしいとか、そういうふうな依頼をする会員さんが24

人いたということ。それで実際に送り迎えをしていただく人、提供する人それが125名と。依頼も

あるし、手があいているときはお手伝いをさせていただきますよというふうな両方をしてもらえる

方が11名と、そういうふうなことでの両方会員ということで記載をさせてもらっています。 

 

○宿委員 

やはりこの表自体は見にくいというのか、何を意味しておるのかちょっとわからないと思います

ので、このあたりは来年度、実態に合って、依頼会員のいろんな一時預かりまた保育の送り迎え程

度でという話があるのであれば、もう少し検討していただきたいなと思います 

もう１点民間保育所のことでお願いをしたいと思います。 

民間保育所ということから、今、政府のほうで22年23年と、一転二転しながら認定こども園化

の話があって、今回も新システムの修正案ということで、いろんなことが出てきています。 終的

にはどうなるんかということも、私も不安なので、そのあたりの国の動向がなかなか決定をされて

ないということの前提の中で御質問を申し上げたいと思います。 

今の幼稚園の関係でいくと、私立も含めて、保育園をある一部やっていくという、スタートして
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いくんだという施設もあります。それと別で私立の保育園の方も、これからの認定こども園化とい

うのを政府が目指しておるんであれば、その方向でいくべきではないんかなというような考え方も

おって、私もちょっと聞かれたことがありました。それで、そうなった場合に、やはり１番課題に

なってくるのは、例えば保育園を私立でやられておって、認定こども園という短期の入所、子供た

ちの受け入れをしたときに、その短期の受け入れの子供たちがどれぐらいの措置費というのか、運

営費というのはどのような計算なんですかということがあって、私一度担当課とお話をさせてもら

ったことがあります。担当の方ももう計算方法がわからないのでということで、私も補助金等取扱

要綱を見ましたけれども、これでは実際わからない。それで県の方に確認をしたら、それは政府の

こともあって、なかなか算定基準がこちらサイドできちっと言えるような状況ではないというよう

な御答弁でした。 

そうなると民間の保育所、民間の幼稚園という方々は、これから認定こども園化のどういう状況

かわかりませんけれども、していく場合に施設の整備費の問題であったり、整備したが、子供らの

受け入れはしたが、個人契約で。そうしたときにあとの運営費はどうなるんだろうなと。どういう

計算でどこまで見ていただけるんだろうなと、そのときにそういったことが決まらないから結局は

保育士、幼稚園教諭の人数も決まらない。もう卵と鶏じゃないけれどもそういう事態に陥っていま

す。それについて、いかが、状況の把握をされておりますか。 

 

●古布こども課長 

子ども・子育て新システムの件だというふうに考えますけれども、この８月10日に国会を通って、

８月22日に関係法律が公布をされました。その中で主な内容としましては、認定こども園制度の改

善としては、幼保連携型認定こども園の認可、指導監督を一本化するというふうな改正がなされて

おります。 

また、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付が創設されます。地域の子供子育て支

援の充実として、地域子育て支援拠点事業等が位置づけられておりますというふうな内容しか答弁

としてさせていただけないわけなんですけれども、本当に詳しい具体的な仕組みや内容というふう

なのがまだ国から来ていないと、委員のおっしゃるとおりでございます。 

 

◎中村委員長 

 この件については、国の方針がまだでておりませんので、この程度で終わっておきたいと思いま

すがありますか。 

 宿委員。 

 

○宿委員 

わかりました。委員長からも御指摘がありましたので、当然私もこの今の決算の中で、これから

認定こども園化を進めるのかどうかということについて、非常に不安をもっています。 

就学前の子供の課題として、いろいろと民間でできるものは民間という話も含めて、それが政府
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の二転三転しておるような状況で、いまだかつてもそういったことが具体的に決まってないことは

すごくやっぱり腹立たしい思いがしますけれども、現実、国がスタートをするというときにはどれ

ほどのことが、やはりこの23年度の決算の中で、我々のほうへ伝えてきてもらったかなというと、

実は今みたいな話は何もないんですね。それは市のほうからやれということも非常に難しかったと

いうことも言いたかったので、そのことも申し上げておるんですけれども、実際にはそんなことも

ない。その中でやはり国の制度自体が、いろんな報道をされてきておるということで、非常に不安

を感じておる、施設管理者が多いです。 

その点について何かわかるような、法改正のことと、それとこれからの方針について、23年度が

終わって、24年度の当初にも出されたということが、僕は必要ではないかなと、こんなことを思う

んです。 

それと、委員長からも御指摘ありましたので、もう一つ言いますけれども、施設の整備計画につ

いても、これはもう県のほうでも、非常に僕は問題だと思うのは、施設整備がありませんかという

ことが急に来て、いつまでに出してくれという方針が、いつまでに回答をくれみたいな話がありま

す。これでは民間の施設整備としては、なかなか情報としてはないものですから、次の段階にいか

ない。これももう担当課に私一度言わせていただいたから、理解もしていただいとると思うんです

けれども、この点２つ合わせて課長さんのほうからでも御答弁をいただけたらと思います。 

 

●古布こども課長 

県のほうから、県の予算の関係もあって、こういうことを考えていますかというふうなことをお

聞きさせてもらった部分があります。 

私たち聞くほうについても、本当に中々状況がわからないということで、大変申しわけなく思っ

ております。 

就学前の教育保育の部分につきましては、ことしの２月に検討委員会を立ち上げまして、３月に

は講演会を開催したというふうなところで、24年度も会議を重ねて、概要につきましてはホームペ

ージにも記載をさせてもらっていると、そのような状況でございます。 

 

○宿委員 

私がお願いしたのは、23年度の状況も踏まえて各園にそういった国の動き、県の動き、市として

の考え方というのを若干御説明いただくと、これからこう進んでいくんだろうなということもわか

ると思いますので、その点もお答えをください。 

 

●古布こども課長 

 私立保育所につきましては、４月の総会のときでございますけれども、当時の子ども・子育て支

援システムの国の概要版でございますけれども、そういうふうなものを提供させてもらって周知に

努めさせてもらったところでございます。 
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（目２児童措置費） 発言なし 

 

（目３父母子福祉費） 発言なし 

 

（目４児童福祉施設費） 発言なし 

 

（目５児童館費） 

 

○辻委員 

１点だけ。児童館のことでお聞きしたいと思います。特に児童館ですが、小俣町の関係をみます

と、小俣児童館と明野児童館で、特に小俣なんか見ておりますと、放課後児童クラブと一緒になっ

ておるということもあって、すごく混雑して、あの施設の中でいいのかなと、危険度が高いんじゃ

ないかなというふうに思うのですが、その点を当局はどのように把握をされておるのでしょうか。 

 

●古布こども課長 

大変狭いというふうな部分はありますけれども、基準面積をクリアしているというふうな中で、

現場の指導者にはいろいろと安全管理に注意をしながら運営をしていただいているとそういうこと

で理解をしております。 

 

○辻委員 

現状を把握されておられるということですのであれですけど、一緒になっておるのがいいのかど

うかということも含めて、ちょっと私から見せてもらいますと、ちょっと厳しい状態ではないかな

というふうに思うのですが、これはもう政策のことでありますのでお考えがもしあれば、市長お答

えいただきたいと思います。 

 

●鈴木市長 

人の見方にはいろいろあろうかと思いますけれども、私が行ったところは確かに非常に混雑をし

ておって、大人気な施設になっておるなということは実感しております。 

その中で小俣町の地域によっては人口がふえている地域もございますので、今後の人口動態も含め

ながら現実的に対処できるものは対処するように指示をしていきたいというふうに考えております 

 

《項４生活保護費》 項一括 

 

○野崎委員 

この項で１点ちょっとお聞かせください。 

この生活保護費ですけれども、事務の概要書を見させてもらいますと、これはちょっといい話で
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はあるんですけれども、就労支援の話がちょっと書いてあって、就労支援にケースワーカーさんと

ハローワークさんとの連携なんかで就労支援につながった人数が 19 人あったというふうに書いて

あります。 

ここの下の削減額というのは、ちょっと経年のものになるんで、ちょっとこの数字の出し方は納

得いかないのですが、もっとふえてもいいのかなとは思いますけれども、ただ、こういったいい事

例があるんですけれども、就労支援につながった人と、つながらなかった人とどのような分析をな

されているのかを少しお聞かせをいただけますでしょうか。 

 

●濱口生活支援課副参事 

就労支援の部分については、就労支援員を配置させていただいて実施をさせていただいています。 

就労可能年齢というのが18から64までということで500人以上あるんですが、この中で49人が、

働ける状態という対象とさせていただける方で、わずか４％程度になっています。 

生活保護の制度は自立の目的ということで、ハローワークと連携をとって就労指導をさせていた

だいておるんですが、この中の軽い労働しかできない方も実際ありまして、その中で就職に至った

のが19人ということになっています。 

就職につながった場合の方については、年齢が若い方、資格があったり、求職者支援制度の活用

というので意欲の高い方が就職に至ることが多くありました。 

一方就職に至らない方については、50代後半の方については就労可能年齢にありながら、仕事が

ないという状態で面接にも至れないというような状況が多くあります。 

また病気がちとか、就労経験が乏しかったり、交通手段がないとかの理由で就職に至らないとい

うことも多くありまして、意欲の喪失につながっておる状況が実際あります。 

このような中で今後もハローワークと連携をさせていただく中で、職業能力開発促進センター、

ポリテクセンターみえというのもありまして、こちらの社会体験を交えながらも、その方の能力を

活用して就職できるように支援をさせていただきたいと考えております。 

 

○野崎委員 

昨年度ちょっと12月議会やったかな、一般質問をさせてもらったと思うんですけれども、そのと

きに生活保護の受給者と社会参画のつながりを切ってしまうと、どうしても就労支援に遠のいたり

だとか、社会とのつながりをつくっていくことが重要ではないかなというような話でちょっと質問

をさせていただいたのですが、その辺りで例えば社会とのつながりを保っていくような事業があっ

たのかというのを概要書で見てもちょっと把握ができないのですが、今ちょっとどのようにお考え

かお聞かせください。 

 

●濱口生活支援課副参事 

現在のところ、社会とつながる支援というのがなかなかない中で、ハローワークとの連携という

ことで、職業の紹介をいただきながら、させていただいておるのが実態です。 

 83



 

○野崎委員 

ここの部分はいい方だと思っていますので、これからも続けてもらいたいなと思っております。 

ちょっともう１個この成果表の概要書を見させてもらうと扶助費の支給状況というのが載ってお

ります。312 ページですが、この中で扶助費の割合を全部見ていきますと、医療扶助というものが

56.91％、金額にして12億5,114万ほどあるのですが、残り部分に関してはかなり法律で決まって

いる部分でもありますので、あれですけれども、正直この後で削減ができる部分というと、医療扶

助じゃないかなと思うんですけれども、このあたり、どのように把握をされていますでしょうか。 

 

●濱口生活支援課副参事 

確かに生活扶助費の中で医療扶助というのが全体の半分以上を毎年占めておりまして、その削減

が必要ということも国の施策のほうでも言われているところにあります。 

伊勢においても、昨年、国全体が導入した電子レセプトを活用しながら、実際前年度よりもわず

かながらも率金額とも減少がありました。 

今後もその電子レセプトの効果的な活用ということで、薬の重複処方とか頻回受診の指導、それ

から後また別にそれと加えてジェネリック医薬品ということで、安い薬を使っていただく促進を保

護者や事業者へ呼びかけるということで、今後もまた医療扶助の削減に努めていきたいと考えてお

ります。 

 

○野崎委員 

ジェネリックの話なんかは、全国的にもどうしようかというような形で、今結構頭を悩ましてい

る自治体もありつつ、進めている自治体もありつつという状況だと思いますので、ぜひ可能な範囲

で進めていただきたいなと思います。 

あともう１点ちょっとお聞かせをいただきたいんですが、昨年度、担当課でちらっと聞いたこと

があるんですけれども、遊戯場とか、そういったところへの見回りといいますか、取り締まりとい

うようなことが行われたような話があるんですけれども、そういった事例というのがあるんでしょ

うか。 

 

●濱口生活支援課副参事 

遊技場、パチンコ店の見回りということで昨年度に一度させていただきました。 

これについては、なかなか遊戯ということで、ギャンブルというふうな見方もできるところもあ

るんですけれども、実際 近は遊び程度で終われるようなパチンコのやり方もあるということを聞

いております。 

この中で、実際遊興費ということで、お金を使い切ってしまう方もありますので、見回りをさせ

ていただいた中で発見をさせていただいた方については、呼び出しや文書指導で生活指導を行わせ

ていただいたところであります。 
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○野崎委員 

その対象がいいか悪いか、甘いかどうかは別としても、２年前ほどの、これも一般質問で言わせ

てもらいましたが、そういったことが例えば事務の概要書を見ても正直にいうと載っていないです。

１日目の歳入のところで返還の命令の話をさせてもらいましたけれども、ここでも先ほど通報があ

ったというお話がありました。 

やっぱり市民の側から見ておると、生活保護の制度というのがきちんと運用されているのかなっ

ていう、疑念の目が一時期よりもついているんじゃないかなと思っています。 

僕は担当課さんもちゃんとしていると思っていますし、制度もちゃんと適切に運用されていると

思っていますので、そういった広報の体制というのをしっかりと、例えばこんなことをしています、

あんなことをしていますということで市民からの誤解を生むというか、市民と受給者の摩擦、どう

しても受給が必要な人もいますので、その摩擦をとってあげるような作業をもっとしていくべきじ

ゃないかなと思っていますので、ぜひこういう事業の広報をしっかりしていただきたいということ

だけ申し上げて終わりたいと思います。 

 

《項５人権政策費》 項一括 

 

○野崎委員 

ちょっと長くなりますが、よろしいですか。 

 

◎中村委員長 

 短くやってください。 

 

○野崎委員 

 はい、わかりました。すいません、じゃあまず少しこの人権政策のところで聞かせていただきま

す。 

 昨年度、平成23年の４月１日において国の閣議決定がございまして「人権教育啓発に関する基本

計画の一部変更について」というもので、どんな内容かといいますと、今まで12の人権課題であっ

たものが13の人権課題に変わりまして、具体的に何が入ったかといいますと、北朝鮮当局による拉

致の問題というのが大項目として12番目にあがってきました。 

このことについて、まずちょっと当局の方が把握をされているか、しているか、していないかだ

けで結構ですので教えていただけますでしょうか。 

 

◎中村委員長 

決算で審査の範囲内で御答弁をお願いしたいと思います。 

人権政策課長。 
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●西川人権政策課長 

ただいまの委員御指摘の点につきましては、私ども認識しております。 

 

○野崎委員 

法務省の通達によりますと、例えば北朝鮮の拉致被害者の啓発週間の周知であるとか、教育の内

容とか、すべてやる事項について指示がございます。 

しかしこの概要書を見ていますと、特に何もその北朝鮮こと、拉致とも何も概要書に一つも載っ

ていないですが、何かされたことがあるんでしょうか。 

 

●西川人権政策課長 

残念ながら23年度におきましては、今御指摘いただきました拉致問題について具体的に施策に反

映ではできませんでした。 

 

○野崎委員 

23年度に関しては、施策に反映はないということで御答弁をいただいたのですが、先日、総務委

員会に伊勢市人権施策基本方針というものが出てきました。 

これ平成23年１月から審議会をもって内容が答申されたものですが、この中にも、北朝鮮当局に拉

致という文字が出てくるには出てきていますが、その他の中でたった１行、１行というよりは一言、

北朝鮮当局による拉致というのが問題としてあるよという程度に載っています。 

ちょっと、この件で審議会ではどのような話をされたのか少しお聞かせをいただきますでしょう

か。 

 

●西川人権政策課長 

審議会の委員さんは、各分野からいろいろと出ていただいておりますが、特に、この拉致問題に

ついて細かい意見、議論があったというふうには聞いてございません。 

ですので、残念ながら13番目の人権課題に昨年４月１日で位置づけられたものの、十分な議論が

なされていなかったというのが経過でございます。 

 

○野崎委員 

この先ほどの総務委員会に提出された資料の１番後ろに資料一覧というのがあるんですけれども、

その中に例えば国連、国県市関係の人権に関わる法律、その他全部一覧が網羅されておるわけです

けれども、ここにも例えば、平成に入ってから制定された北朝鮮の拉致被害者に関する法律等も一

切記載がございません。 

わざとやっているかというつもりはないのですが、一切そういった記述で、まるで伊勢市はその

分野に興味がないのかなというような記述に思えて仕方がありません。 
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今パブリックコメントをされておるかなと思いますが、市長答申を受けたうえでパブリックコメ

ントをしておるのですが、市としてはこの答申をどのようにお考えかお聞かせいただけますでしょ

うか。 

 

●西川人権政策課長 

先ほど申し上げましたとおり、各種団体から代表ででていただきました、委員さんの御意見をま

ず第１に尊重して、答申案がまとまったものでございます。ですので、この答申をパブリックコメ

ントかけておりますが、これに対して、 終的にパブリックコメントでの意見、また市としての補

足的な補強を加えまして、市の方針として考えていきたいというふうに考えております。 

 

○野崎委員 

これで 後にしようかなと思いますが、この新しく伊勢市で制定されるはずの人権の基本方針で

すが、これの中身を見てみますと、例えばそれがすべて解決したわけじゃないんですけれども、ホ

ームレスの問題、非正規雇用等、多分これは年越し派遣村が話題になったときの記述じゃないかな

と僕は思うんですけれども、若干先ほどの北朝鮮の話もそうですが、内容が古いんじゃないかなと

思います。 

例えば、人権施策として新しい課題にどんどん取り組んでいくような姿勢が余り見られない。古

い人権施策をずっと続けているような気がしますので、少しちょっとそのあたりは、いろんな人権

の課題が新しくふえてきたときにも、しっかり研究をしたうえで、国の施策などもしっかり見たう

えで進めていただきたいなと思います。 

ちょっと１点だけ、今年度この先ほどの23年度の閣議決定を受けての取り組みというのがあるの

かないのかだけちょっと教えてもらっていいですか。 

 

●西川人権政策課長 

先ほど御指摘いただきました件、人権週間等の啓発用パンフレットを現在作成しております。 

それには、はっきりと13番目の人権案件として明記させていただく方向で進めさせていただいて

おります。 

 

（項６国民年金事務費） 発言なし 

 

◎中村委員長 

お諮りいたします。本日はこの程度で散会し明25日午前10時から継続会議を開き、款４衛生費、

項１保険衛生費、目１保健衛生総務費から審査を続行いたしたいと思いますが御異議ございません

か。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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◎中村委員長 

 ありがとうございます。 

御異議なしと認めます。そのように決定させていただきます。 

また本日御出席の皆様には会議通知を差し上げませんので、御了承をよろしくお願いいたします。 

これをもちまして散会をいたします。 

 

（散会 午後 ４時１９分） 
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